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Ⅰ 沿 革

昭和 年 月 日 東京都立八王子東養護学校（仮称）開設準備を開始

（開設事務室を東京都立村山養護学校に置く）

月 日 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例（東京都条例第 号）により、東京都立

八王子東養護学校設置

同日付で初代校長 西田 正幸 就任

昭和 年 月 日 東京都立村山養護学校で開校

月 日 始業・開校式

月 日 第 回入学式

小学部 学級 名、中学部 学級 名、訪問教育 学級 名 合計 学級 名

昭和 年 月 日 新校舎入校、第 学期始業式、スクールバス 台配車

月 日 校舎落成式、祝賀会

月 日 第 回卒業式（小学部 名、中学部 名）

月 日 高等部設置 スクールバス 台配車

月 日 小・中学部第 回、高等部第 回入学式

昭和 年 月 日 高等部第 回卒業式（ 名）

昭和 年 月 日 職業教育研究指定校

昭和 年 月 日 第二代校長 北村 昭典 就任

小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名、訪問教育 学級 名

合計 学級 名

昭和 年 月 日 第三代校長 小島 吉一 就任

学校開放事業として青年教室を始める。

昭和 年 月 日 東京都学校給食優良学校として表彰（都教委）

昭和 年 月 日 第四代校長 小松 昭雄 就任

昭和 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

月 日 学校給食優良学校として表彰（文部大臣）

月 日 開校 周年記念式典ならびに祝賀会

平成元年 月 日 公開研究授業・研究会実施「子どもがいきいきと活動できる授業をどう作るか」

月 日 東京都特殊学校放送教育研究会実施

月 日 「心身障害児理解教育地域推進校」指定校

平成 年 月 日 公開研究授業・研究会実施「子どもがいきいきと活動できる授業をどう作るか」

月 日 東京都公立学校新規採用教員研修研究指定校

平成 年 月 日 第五代校長 手塚 保夫 就任

平成 年 月 日 公開研究会実施「子どもがいきいきと活動できる授業をどう作るか」

月 日 「校内研修改善推進校」指定校

平成 年 月 日 第六代校長 檜垣 斤吾 就任

小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 「症例研究、研修校」指定校

小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名
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平成 年 月 日 第七代校長 小野 晴巳 就任、「救急体制整備校」指定校

小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

「歯の健康づくり」研究推進校

月 日 開校 周年記念式典

平成 年 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 小学部 学級、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 プール改修工事竣工

平成 年 月 日 第八代校長 田中 則行 就任

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 第九代校長 祐成 哲 就任

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 公開研究会実施「一人一人のニーズに応じた教育」

〃 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 公開研究会実施「一人一人のニーズに応じた教育」

〃 月 日 学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

〃 月 日 公開研究会実施「一人一人のニーズに応じた教育」

〃 月 日 東京都立八王子東特別支援学校と改称

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

〃 月 日 開校 周年記念式典

平成 年 月 日 公開研究会実施「組織的・計画的に授業力・専門性を高める」

平成 年 月 日 第十代校長 田村 康二朗 就任

小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 公開研究会実施「言語や表現力を育てる学習の充実を目指して」

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 平成 年度･ 年度 歯･口の健康づくり推進校事業報告

シンポジウム開催「みんなで学びあおう、歯・口の健康づくり」

〃 月 日 全国公開研究会実施「言語や表現力を育てる学習の充実を目指して」

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名
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〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

〃 月 日 学校介護職員導入 名配置

言語能力向上推進校（東京都教育委員会 ヵ年事業）

都立肢体不自由特別支援学校キャリア教育研究開発指定校

平成 年 月 日 全国公開研究会実施「キャリア発達の視点を生かした指導計画作成と授業づくり」

〃 月 日 平成 年度東京都教育委員会職員表彰（団体表彰）

「肢体不自由特別支援学校におけるキャリア教育の推進」

〃 月 日 校庭芝生化工事竣工 陸上競技用短距離走路設置

平成 年 月 日 第十一代校長 加藤 洋一 就任

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 合計 学級 名

〃 月 日 子どもの読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰

「八東ライブラリーを中心とした読書活動の実践」

平成 年 月 日 平成 年度東京都学校歯科保健優良校として表彰

〃 月 日 全国公開研究会実施「キャリア発達の視点を生かした授業づくりの充実」

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名

駒木野病院訪問開始、訪問部設置 学級 名 合計 学級 名

平成 年 月 日 都立肢体不自由特別支援学校キャリア教育研究開発指定校

東京都言語能力向上推進校（ 年目） ＯＪＴ推進指定モデル校

平成 年 月 日 スポーツ祭東京 全国障害者スポーツ大会ハンドサッカー競技全国優勝

平成 年 月 日 路線バス「八王子東特別支援学校」バス停留所設置

平成 年 月 日 東京都教育委員会言語能力向上推進校実施報告会（全国公開研究会）実施

「言語能力の向上～思考力・判断力・表現力を育む授業作り～」

平成 年 月 日 平成 年度全日本学校歯科保健優良校として表彰

平成 年 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名 訪問部 学級 名含

合計 学級 名

東京都言語能力向上拠点校（ 年目） ＯＪＴ推進指定モデル校

平成 年 月 日 東京都教育委員会言語能力向上推進校実施報告会（全国公開研究会）実施

「言語能力の向上～思考力・判断力・表現力を育む授業作り～」

平成 年 月 日 東京都ハンドサッカー大会優勝

平成 年 月 日 第十二代校長 沖山 孝枝 着任

〃 月 日 小学部 学級 名、中学部 学級 名、高等部 学級 名（訪問部 学級 名含）

合計 学級 名

平成 年 月 日 東京都言語能力向上拠点校（ 年目）

第 回関東甲越地区肢体不自由特別支援学校ＰＴＡ連合会 ＰＴＡ・校長

会合同研究協議会「神奈川大会」第 分科会「学校教育と医療的ケア」発表

平成 年 月 日 東京都教育委員会言語能力向上推進校実施報告会（全国公開研究会）実施

「言語能力の向上～思考力・判断力・表現力の育成～障害の重い児童・生徒の考える

力を育む授業づくり」

〃 月 日 小学部 学級（訪問学級 学級含） 名、中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級 名 合計 学級 名

東京都言語能力向上拠点校（ 年目）

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校
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オリンピック・パラリンピック教育重点校

日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業指定校

都立特別支援学校における一泊二日宿泊防災訓練指定校

平成 年 月 日 第十三代校長 三浦 浩文 着任

小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業指定校

病弱教育支援員導入 名配置

平成 年 月 日 オリンピック・パラリンピック教育アワード校として東京都教育委員会表彰

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

都立特別支援学校における芸術・文化教育推進校

平成 年 月１日 小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

都立特別支援学校における社会貢献活動モデル事業

都立言語活動及び読書活動の充実事業指定校

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立特別支援学校における「夢・未来」プロジェクト実施校

〃 月 日 開校 周年記念式典

平成 年 月１日 小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

オリンピック・パラリンピック教育推進事業指定校

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立特別支援学校における「夢・未来」プロジェクト実施校

都立学校活用促進モデル事業指定校

初期食注入モデル事業指定校

令和２年４月１日 小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立学校活用促進モデル事業指定校

初期食注入モデル事業指定校

文化プログラム・学校連携事業実施校

令和３年４月１日 小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

特別支援学校における芸術教育の推進事業芸術教育推進校

特別支援学校におけるスポーツ教育推進スポーツ教育推進校

特別支援学校における宿泊防災訓練

文化プログラム・学校連携事業実施校

に向けた学習方法研究校
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オリンピック・パラリンピック教育重点校

日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業指定校

都立特別支援学校における一泊二日宿泊防災訓練指定校

平成 年 月 日 第十三代校長 三浦 浩文 着任

小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業指定校

病弱教育支援員導入 名配置

平成 年 月 日 オリンピック・パラリンピック教育アワード校として東京都教育委員会表彰

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

都立特別支援学校における芸術・文化教育推進校

平成 年 月１日 小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるスポーツ推進事業指定校

都立特別支援学校における社会貢献活動モデル事業

都立言語活動及び読書活動の充実事業指定校

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立特別支援学校における「夢・未来」プロジェクト実施校

〃 月 日 開校 周年記念式典

平成 年 月１日 小学部 学級（訪問学級 学級含） 名 中学部 学級（訪問学級 学級含） 名

高等部 学級（訪問学級 学級含） 名 合計 学級 名

オリンピック・パラリンピック教育推進事業指定校

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立特別支援学校における「夢・未来」プロジェクト実施校

都立学校活用促進モデル事業指定校

初期食注入モデル事業指定校

令和２年４月１日 小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

都立学校活用促進モデル事業指定校

初期食注入モデル事業指定校

文化プログラム・学校連携事業実施校

令和３年４月１日 小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 合計 学級 名

都立特別支援学校におけるオリンピック・パラリンピック教育アワード校

特別支援学校における芸術教育の推進事業芸術教育推進校

特別支援学校におけるスポーツ教育推進スポーツ教育推進校

特別支援学校における宿泊防災訓練

文化プログラム・学校連携事業実施校

に向けた学習方法研究校

令和４年４月１日 第十四代校長 泉 愼一 着任

小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 計 学級 名

芸術系大学等と連携した芸術教育の推進事業

特別支援学校における宿泊防災訓練

文化プログラム・学校連携事業実施校

に向けた学習方法研究校

令和５年４月１日 小学部 学級 訪問学級 学級含 名 中学部 学級 訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 計 学級 名

芸術系大学等と連携した芸術教育の推進事業

特別支援学校における宿泊防災訓練

令和６年４月１日 第十五代校長 西村 孝法 着任

小学部 学級 在宅訪問学級 学級、病院訪問学級 学級含 名

中学部 学級 在宅訪問学級 学級、病院訪問学級 学級含 名

高等部 学級 訪問学級 学級含 名 計 学級 名

特別支援学校における宿泊防災訓練

準ずる教育課程におけるデジタルを活用した他校との共同学習研究指定校
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Ⅱ　児童・生徒の状況(令和6年5月1日現在)

1　在籍数 （人）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

1 3 7 3 5 5 24 5 4 4 13 6 4 3 13 50

3 2 2 0 2 3 12 2 5 5 12 2 2 1 5 29

0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 7 1 2 1 4 12

0 2 3 0 0 3 8 2 2 0 4 2 1 1 4 16

1 0 0 1 1 1 4 2 6 7 15 0 1 0 1 20

0 0 0 1 1 1 3 3 2 7 12 0 0 0 0 15

5 8 12 5 9 13 52 17 23 23 63 11 10 6 27 142

２　居住地域 （人）

1 2 3 4 5 6 訪 1 2 3 訪 1 2 3 訪

4 6 10 2 4 10 3 39 5 10 8 15 38 7 4 3 0 14 91

0 2 2 1 3 1 1 10 7 5 1 2 15 4 5 3 1 13 38

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 13

4 8 12 3 7 11 7 52 12 15 9 27 63 11 9 6 1 27 142

その他

計

高等部 小
計

合
計学　年

八王子市

日 野 市

児童・生徒数

学　部 小学部 小
計

中学部 小
計

小
計

中学部

重度・重複学級
男

女

訪　問　学　級
男

女

小
計

高等部 小
計

合
計学　　　　年

普　通　学　級
男

女

学　　　　部 小学部

 7 
－ 7－



Ⅱ　児童・生徒の状況(令和6年5月1日現在)

1　在籍数 （人）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

1 3 7 3 5 5 24 5 4 4 13 6 4 3 13 50

3 2 2 0 2 3 12 2 5 5 12 2 2 1 5 29

0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 7 1 2 1 4 12

0 2 3 0 0 3 8 2 2 0 4 2 1 1 4 16

1 0 0 1 1 1 4 2 6 7 15 0 1 0 1 20

0 0 0 1 1 1 3 3 2 7 12 0 0 0 0 15

5 8 12 5 9 13 52 17 23 23 63 11 10 6 27 142

２　居住地域 （人）

1 2 3 4 5 6 訪 1 2 3 訪 1 2 3 訪

4 6 10 2 4 10 3 39 5 10 8 15 38 7 4 3 0 14 91

0 2 2 1 3 1 1 10 7 5 1 2 15 4 5 3 1 13 38

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 13

4 8 12 3 7 11 7 52 12 15 9 27 63 11 9 6 1 27 142

その他

計

高等部 小
計

合
計学　年

八王子市

日 野 市

児童・生徒数

学　部 小学部 小
計

中学部 小
計

小
計

中学部

重度・重複学級
男

女

訪　問　学　級
男

女

小
計

高等部 小
計

合
計学　　　　年

普　通　学　級
男

女

学　　　　部 小学部

 7 

年度

　進路先

22

11

2222

5544

11

11

22

11

22

00

8866

  職業訓練 (能力開発校等）

　就労移行支援施設

元

　大学等 進学

　合　　　　計

　就労継続支援Ａ型施設

　在　　　　宅

　入　　　　院

　就労継続支援Ｂ型施設

３　前年度生徒進路状況

　生活介護施設

　生活介護医療型施設
旧重症心身障害児（者）通所施設>

　就 労（一般企業・特例子会社等）

合合計計
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Ⅲ 学校経営報告

令令和和５５年年度度 東東京京都都立立八八王王子子東東特特別別支支援援学学校校 学学校校経経営営報報告告

校校長長 泉泉 愼愼一一

今年度も、感染拡大防止を重点に据え、学校は児童・生徒の教育機会を無くさないよう、感染症対策

を徹底し抑え込んできた。１月以降、一時的にインフルエンザ罹患者が増えたが、校内体制を整え、学

びを止めることの無いように尽くしてきた。引き続き、感染症対策をし、学校生活の充実に努めてきた。

「歩みを止めない、学びを止めない、あきらめない」をスローガンに掲げた。○○だからできないで

はなく、「雨にもまけず 風にもまけず 雪にも夏の暑さにもまけないように」、学級閉鎖や臨時休校に

することなくできる可能性を探して、少しずつでも前に進めていくことを徹底した。このような時代だ

からこそ、一歩踏み出してチャレンジし、前向きな気持ちを育てる教育を行ってきた。

１１ 令令和和５５年年度度のの取取組組とと自自己己評評価価

（１）全校一体となった教育活動のさらなる推進

◆来校制限をしない文化祭を再開した。各学部の学習の成果を舞台と展示で発表した。保護者、地

域の方からの励ましがさらなる学習意欲につながった。続けて「第２回八美展」を開催した。本

表彰は、本校の児童・生徒が 年間で誰もが１回は表彰を受けることで、生き生きと、伸び伸び

と登校し、誇りある家族の一員となるとともに、児童・生徒が丹精込めて作成した作品を称える

機会の一環として始めた。表現力、想像力、豊かな心情を育むために今後も取り組んでいく。

◆体験活動では「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を活用した「ジャズオーケストラ鑑賞会」、

「音絵本鑑賞会」を実施した。病院訪問学級では「落語鑑賞会」を実施した。本格的な演奏、読

み聞かせや語りは、日々の学習では得られない感動と気付きにつながった。今後も児童・生徒に

本物に触れる機会を多く提供していく。

◆スポーツ大会では全校でボッチャに取り組んだ。学部を超えて対戦し、喜怒哀楽が入り混じり、

多くの保護者にも参観してもらいとても素晴らしい取組となった。

◆健全育成の一環として、「花植え学習」「水生生物を知る学習」を全校で、小学部では「ポニー体

験」を実施した。植物や身近な生物に触れること、水やりや餌やりの中で、思いやりと規範意識

を醸成することができた。生き物に触れる機会を設け、校内に生き物のコーナーを設置していく。

◆教育実習生を 名受け入れ、教育実習生への指導を通して、特別支援教育の専門性と指導力の

向上につなげた。

◆昨年度に引き続き、教師養成塾生を受け入れた。塾生の指導をとおして教職員の専門性の向上が

図られた。また、研究授業を繰り返し行うことで、所属グループの授業力向上が見られた。

◆ＧＩＧＡスクール端末等の支援機器の活用をとおして、教育内容の充実につなげることができた。

デジタル教材の活用、リモート授業の積極的な実施を進めてきた。

◆八東ライブラリーの整備と新図書館システムを活用し貸し出し数の管理を行った。八東ビブリオ

バトルの開催と都立光明学園との「ＰＯＰ交流展」を実施した。互いに作品に対する感想カード

を書いたり読んだりすることで、読書への興味・関心を高める、言語活動の充実を図った。
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Ⅲ 学校経営報告

令令和和５５年年度度 東東京京都都立立八八王王子子東東特特別別支支援援学学校校 学学校校経経営営報報告告

校校長長 泉泉 愼愼一一
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域の方からの励ましがさらなる学習意欲につながった。続けて「第２回八美展」を開催した。本

表彰は、本校の児童・生徒が 年間で誰もが１回は表彰を受けることで、生き生きと、伸び伸び

と登校し、誇りある家族の一員となるとともに、児童・生徒が丹精込めて作成した作品を称える

機会の一環として始めた。表現力、想像力、豊かな心情を育むために今後も取り組んでいく。

◆体験活動では「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を活用した「ジャズオーケストラ鑑賞会」、

「音絵本鑑賞会」を実施した。病院訪問学級では「落語鑑賞会」を実施した。本格的な演奏、読

み聞かせや語りは、日々の学習では得られない感動と気付きにつながった。今後も児童・生徒に
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◆本校版のキャリアマップを年度初めに教職員、保護者に周知し、学ぶことや働くこと、生き

ることの尊さを実感させ、児童・生徒の発達段階にふさわしいキャリア教育を進めてきた。

（３）学校内外に向けたセンター的機能の充実

◆交流校との直接交流を再開し、地域の小学校、中学校、高等学校の生徒が来校した。直接話

をし、スポーツや合唱を楽しみながら交流を深めた。日野市の小学校とは新規に１校と交流

を開始。副籍事業も直接交流が再開し、本校以外での学習や行事を経験することができた。

準ずる教育課程における「授業研究連携」事業については、実施が叶わなかったが、地域の

小・中学校との連携を深められるよう、今後も計画していく。

◆地域と一体となった取組である障害者地域交流集会（夏まつり）、学校施設の開放、総合防災

訓練やボッチャ交流などを再開した。夏まつりは来校制限をしたが次年度は制限をせずに広

く地域に呼び掛けていく。直接来校いただき本校の取組を知ってもらうとともに、作品展も

引き続き行い、地域への発信と地域連携を途絶えないようにしていく。

（４）オリンピック・パラリンピック教育、芸術・文化教育をレガシーに

◆オリンピック・パラリンピック教育「東京 レガシー」として、学校独自にスポーツや芸

術・文化的活動に興味が深まるように様々な取組を実践してきた。今年度は、１月にスポー

ツ大会全校ボッチャ交流を行い、保護者参観も行うなど盛況を得た。

◆東京藝術大学との連携事業を進め、児童・生徒の感性を高め、表現力を引き出す指導を行っ

てきた。教員への的確なアドバイスは、授業改善にもつながっている。

（５）児童・生徒も教職員も生き生きと成長する学校の実現

◆業務の精選、効率化、超過勤務の上限の設定、定時退庁日・定時退庁ウィークの設定等を行

ってきたが、超過勤務者の縮小につなげることができなかった。教職員一人一人のライフ・

ワーク・バランスの実現は、今後も大きな課題である。

◆教育者としての人権意識を高め、児童・生徒への適切な指導を行うよう、計画的に人権研修、

服務研修を実施してきた。毎月欠かさず副校長による服務研修を実施し、意識改革も進んで

いる。児童・生徒への呼称では、まだ甘さが見られる。教職員の人権意識をさらに磨き、人

権が尊重される教育・学習環境を今後も継続して整えていく。

◆児童・生徒は互いの障害や困難さを理解しているため、相手を尊重したり、協力したりする

良好な関係である。これからも児童・生徒のより良い関係を維持しつつ、互いに切磋琢磨で

きる教育環境を築いていく。

◆初期食シリンジ注入、人工呼吸器の管理、排痰補助装置モデル事業など一歩進んだ医療的ケ

アを行ってきた。職員一人一人が医療的ケアに丁寧に向き合い、児童・生徒が安心して学校

生活が送れるように、今後も教職員の技術と連携を深めていく。

◆報告・連絡・相談も徹底してきて、情報の伝達が早くなり、学校組織としての対応が的確に

行えるようになった。

◆「学校掲示板」やメールによる情報の共有化や効率的な校務処理を図ってきた。「学校掲示

板」は様式を見直し、カテゴライズをして分かりやすく情報の共有、発信を行えるようにし

た。さらに、全校連絡会（職員会議）、企画調整会議はペーパーレス化を進めてきた。今後

も効率的な業務の推進を図り、働き方改革につなげていく。

◆学校徴収金や就学奨励費に関しては、担当者が教員向け研修を実施し、理解と連携を深めた。
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教員と事務系職員との関係性もよくなり、組織的に対応できつつある。

◆「いじめ・体罰・自殺」防止会議を今年度より設置し、企画調整会議終了後に「長欠生」へ

の学習保障の報告や気になる児童・生徒関係の報告を行い、早期対応に努めた。

（６）教員の専門性の向上

◆１月 日に公開研究会を実施し、「個別最適なキャリア教育の推進」を主題とし、コミュニ

ケーション意欲の向上と伝達手段獲得に向けた「体験」と「 活用」の実践研究の成果を

広く報告することができた。

◆多くの教育実習生、介護等体験、医療系大学の体験実習などを受け入れてきた。学生への対

応、指導を通して、教員自身の専門性、指導性の向上につなげた。

◆今年度も教材紹介動画の作成を継続した。自己の教材・教具作成の意図を明確にすることで、

教材の安全性や指導効果を検証することができた。

◆ＩＣＴ利活用、オンライン授業については、外部専門員の活用、ＩＣＴ支援員「デジタルサ

ポーター」の支援の下、進めている。毎月の全校研究会において授業における の活用状

況を確認できた。今後も教員の専門性の向上を図り、どのような事態にも適応し、「学びを

止めない」ように教育環境を整えていく。

２２ 重重点点目目標標へへのの取取組組とと自自己己評評価価

① 人権教育

ア 体罰の禁止・根絶やいじめに未然防止・早期発見・早期対応 体罰０、いじめ０

イ いじめ、体罰防止等に関わる校内職員研修の実施 年間５回

ウ 「いじめ・体罰・自殺」防止会議の実施 毎週１回

エ 「命の尊さ」についての道徳授業 準ずる教育課程で実施

オ 個人情報の取り扱いに関する研修会の実施 年間２回

カ 年齢相応の対応と教育内容、教材等の工夫 全教職員

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

② 学習指導

ア ＩＣＴ機器を活用した授業の実践 全教職員

イ 読書活動の充実 年間 冊以上の読書 全校で 人以上

ウ 研究授業による授業改善（年次研該当教員への指導・助言） 随時

エ 授業力向上研修（研修会、教材展示会）の実施 年間３回

オ ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ等を活用した専門性の向上 通年

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

③ 生活指導

ア 児童・生徒、保護者のニーズに応じた適切な指導と連携 個別面談年間３回

イ 視覚教材、ＩＣＴ機器等を活用しての指導の充実 通年

ウ 摂食機能の適切な実態把握と校内研修の推進 年間２回

エ 地域と連携した防災・災害時対応の充実 防災教育推進委員会年間２回

オ 宿泊防災訓練を通した災害時の対応能力の向上 年１回

カ デジタル技術を活用した教育の推進

（プログラミング、デジタル教科書・教材、オンライン学習） 通年

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

④ 進路指導

ア キャリア発達の視点を生かした年間計画作成と授業づくり 通年

イ 児童・生徒による八東ライブラリーの運営・整備 通年

ウ 児童・生徒及び保護者の希望に沿った進路先の決定 １００％

エ 児童・生徒の資格取得の推奨（ＰＣ検定、漢検、英検等） 全校で１０人以上

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

⑤ 特別活動

ア オリンピック・パラリンピック教育の推進 通年

イ 学校活性化プロジェクトの実施 通年

ウ 地域交流校との交流及び共同学習の実施 年間５回以上

Ａ

Ａ

Ｂ
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イ 学校活性化プロジェクトの実施 通年

ウ 地域交流校との交流及び共同学習の実施 年間５回以上

Ａ

Ａ

Ｂ

エ 部活動の充実（スポーツ、文化的活動） 通年

オ スポーツ大会への参加、作品展示会等への出品 随時

Ａ

Ｂ

⑥ 健康・安全

ア 衛生指導、感染症予防及び健康教育に関する研修会の実施 年間２回

イ 児童・生徒、教職員の安全の確保 事故０件

ウ 医療的ケア実施時の安全 事故０件

エ 職員検診受診率 １００％

オ 児童・生徒の体力向上（障スポ、ボッチャ、ハンドサッカー） 通年

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

⑦ 特別支援教育のセンター的機能

ア 学校公開の実施 年間２回

イ 公開講座、ボランティア講座の実施 年間２回

ウ 地域の小・中・高と連携したコーディネーター連絡会の開催 年間３回

エ ホームページの更新 年間 回以上

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

⑧ 学校経営・組織体制

ア 服務の厳正、個人情報の保護等に関する研修会の実施 年間１０回

イ 学校閉庁日の実施 年間５日

ウ 定時退庁日の設定 月１回

エ 定時退庁ウィークの設定 年間２回

オ 教職員の超過勤務の上限 １か月４５時間以内 年３６０時間以内

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

⑨訪問学級における指導の充実

ア 在宅訪問学級のスクーリングの実施 随時

イ 訪問学級を置く病院の医療スタッフとの連携会議の実施 年間 回

ウ 管理職による授業観察・指導助言 授業者一人につき年 回以上

エ タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した授業内容の充実 通年

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ：１００％達成できた Ｂ：ほぼ達成できた Ｃ：十分達成できなかった

Ｄ：ほとんど達成できなかった －：感染症対策のため実施できなかった

３ 次年度以降の課題と対応策（令和５年度学校運営連絡協議会からの提言）

＜提言１＞ 開かれた学校にむけて「地域とのつながり」、「情報発信」の充実を図る。

現在、ホームページ、 旧 、マチコミ、 、 スクール端末、一人

１台端末等で学校の様子や児童・生徒の様子を発信されている。今後も積極的に「情報発信」を

行うこと。

今年度４年ぶりに制限のない形で実施した八東祭では、保護者の皆様を含め、地域の方々、卒

業生と多くの方々に来校していただき児童・生徒の成長の様子、学習の成果の発表を見ていただ

くことができた。児童・生徒にとっては多くの経験の中で自信と学びを得る機会となった。

デジタルな情報発信とともに実際に児童・生徒の様子を見ていただく機会を増やし、デジタル

な情報発信の充実とともに、地域とのつながりの充実も含めた更なる開かれた学校を目指すこと。

＜提言２＞ 教職員の働き方改革と保護者の付添の負担軽減を考慮した宿泊行事の実施を図る。

令和６年度より、各学部の宿泊行事について、すべて１泊２日とし、各宿泊行事の行先、内容

を見直し、学部毎の系統性を含めた、宿泊行事の実施を進めること。

＜提言３＞ 年間を通した「キャリア教育」に組織的に取り組むこと。

来年度に向けてもキャリア教育についての「発信」が必要となっている。

「キャリア教育」とは、「生涯教育」将来につながる学習である。難しい課題ではなく、すでに授

業で取り組んでいるねらいや内容、日々の取組の中で、児童・生徒一人一人の将来につながるこ

とを行っている。現在の取組を整理するとともに、 年間のキャリア教育計画の作成、キャリア

マップ、キャリアパスポート等の活用は有効である。本校版を作成、活用し、小学部段階から児

童生徒の将来に向けて、学びの履歴等を保護者と共有できる場、機会を設けること。

＜提言４＞「指導方法の６分類」を使い、児童・生徒が 機器を活用する「新しい学び」を充実
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すること。

児童・生徒に スクール端末、一人１台端末が配備され、児童・生徒が自分の 機器を

「どのように使用していくのか」、そして「何を学ぶのか」、「どんなことを学ぶのか」等が求めら

れている。

今後も引き続き「指導方法の 分類」を行うことで、 機器を使用しての学習の「型」をつ

くりあげ、児童・生徒の実態に応じた学習を行えるようになるような発信をすること。

これまで本校が培ってきた肢体不自由・病弱教育の専門性を基に、全校研究のテーマである「個

別最適なキャリア教育の推進」の実践研究を通して児童・生徒たちが 機器を使って効果的に

学習できるように「新しい学び」の充実を今後も図ること。

上記提言を次年度学校経営計画に反映させ、活気あふれる学校づくりにまい進する所存である。
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Ⅳ 学校経営計画

令令和和６６年年度度 東東京京都都立立八八王王子子東東特特別別支支援援学学校校 学学校校経経営営計計画画

校校長長 西西村村 孝孝法法

障害のある児童・生徒一人一人のできる可能性を引き出すべく、ＩＣＴを活用するとともに、

これまで取り組んできたスポーツ教育、芸術活動、読書活動などの直接経験をさらに充実させ、

教育等の各教科等横断的な学習を推進し、確かな生きる力を身に付けていける活気あふれる

学校を構築する。さらに、地域生活、卒業後の生活を主体的に豊かにし、自ら未来を切り開く力

を育成するキャリア教育を組織的に取り組む。

１１ 目目指指すす学学校校

（１） 児童・生徒が自ら学ぼうとする力と生きる力を身に付ける学校

（２） 保護者が信頼して子供を託せる、安全・安心な学校

（３） 地域に貢献し、信頼される学校

（４） 子供を中心に、教職員が連携しやりがいをもって働ける学校

２２ 中中期期的的目目標標とと方方策策

（１） 児童・生徒一人一人が生き生きと学び、健健ややかかなな体体とと豊豊かかなな心心をを育育ててるる教教育育を展開する。

① 「東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月策定）、「未来の東京」戦略（令和３年３月

策定）、「東京人材グローバル人材育成計画 ‘ 」（平成 年２月策定）、「東京グローバル

人材育成指針」（令和４年３月）等に基づき、デジタル技術を活用した教育の推進に関する

取組を含め、東京 レガシーとしてＩＣＴ教育の積極的推進、スポーツ教育及び芸術・

文化教育の充実を図る。

② 「 」（令和４年３月策定）（総合的な子供の基礎体力向上方

策（第４次推進計画）に基づき、児童・生徒一人一人の発達段階、障害の状態、体力の実態

等に応じ、見通しをもって体力向上の取組を推進する。

③ 保護者や地域関係者と連携を図り、基本的生活習慣や健康三原則（栄養・運動・休養）の確

立に努めるとともに、体力の必要性や運動・スポーツの楽しさを保護者に啓発し、学校、家

庭、地域が連携した体力向上の取組を推進する。

④ 優れた舞台芸術の鑑賞や文化芸術活動の体験を通して、児童・生徒の興味・関心を広げ、豊

かな心を育む教育を推進する。

⑤ 「東京都特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画」、東京都教育施策大綱（令和３

年３月）に基づき、特別支援教育の充実を図ると共に、「誰一人取り残さず、すべての子供

が将来への希望をもって自ら伸び、育つ教育」を目指して、病院訪問学級における指導の

充実と、教育のインクルージョンを推進する。

（２）教職員が特別支援教育の専専門門性性をを高高めめ、連携、協力して組組織織的的なな教教育育活活動動を推進する。

① 児童・生徒の一人一人に応じた教材・教具を活用し、授業内容の充実を図る。そのために

児童・生徒の実態把握に努め、授業を 観点（知識・技能、思考・判断・表現、主体的に

教教育育（（スステティィーームム教教育育））ととはは？？

科学（ ）、技術（ ）、工学（ ）、芸術・リベラルアーツ（ ）、数学（ ）

の つ領域を対象とした創創造造性性教教育育のこと
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学習に取り組む態度）評価し改善していく。

② 教員と学校介護職員・病弱教育支援員との協働による教育活動を効果的に行う。

③ 児童・生徒のコミュニケーション力を高め、豊かな感性と創造性を育む教育を推進する。

④ 訪問学級を置く病院との連携を深めて教育環境を整えるとともに、教員の専門性を高め、

指導及び支援内容の充実を図る。

⑤ 自殺対策基本法（平成 年法律第 号）及び自殺総合対策大綱（令和４年 月 日閣

議決定）に基づき、児童・生徒に命や思いやりを大切にする心を育む教育の推進と、 の

発信に関する教育を実践する。

（３）地地域域ととのの連連携携を深め、保護者や地域の方々に厚く信信頼頼さされれるる教教育育活活動動を推進する。

① キャリア教育や進路指導を充実させ、一人一人の地域生活を充実させる。

② 多様な支援を可能にする支援体制・支援方法を充実させる。

③ あらゆる関係機関との連携を推進し、自立と社会参加に向けた教育活動の充実を図る。

④ 地域に開かれた学校として、保護者や地域住民、関係機関等と連携・協力して児童・生徒

の育成に取り組む。

（４） 児童・生徒及び保護者にとって安安全全・・安安心心なな学学校校を構築する。

① いじめや体罰、不適切な指導を許さない職場環境を整える。

② いじめ・体罰・自殺防止会議を実施し、未然防止、早期発見・早期解決に努める。

③ 体罰を禁止・根絶のため、教職員研修の徹底、体罰チェック機能の強化等を実践する。

④ 児童・生徒の自尊感情や自己肯定感を高めるとともに、他人を思いやる気持ちを育む取組

を、教育活動全体を通して意図的・計画的・組織的に進めていく。

⑤ 児童・生徒の呼称を「苗字 さん」と徹底する。

⑥ 挨拶の奨励と全教職員ですべての児童・生徒を指導・支援する意識の徹底を図る。

⑦ 医療的ケアについては、保護者や看護師と連携し、実施要項に基づいて安全に実施する。

（５） 教教職職員員一一人人一一人人がやりがいや充実感を感じながら仕事上の責任を果たす環境を整える。

①「学校における働き方改革推進プラン」（平成 年 月策定）及び、「学校における働き方

改革の推進に向けた実行プログラム」（令和６年３月策定）に基づき、長時間労働になってい

る職員に対する指導・助言や産業医面接の実施、学校閉庁日や定時退庁日の設定などにより、

ライフ・ワーク・バランスの実現に向けて、職場環境を整える。

②教職員の仕事の効率化が図れるように業務を見直し、生き生きと児童・生徒の指導に向き合

うことができるよう、働きやすい環境作りを目指す。

  

３３  今今年年度度のの取取組組目目標標とと方方策策  

（１）教育活動の目標と方策

① 直接体験およびＩＣＴを使った「「新新ししいい学学びび」」のの充充実実を図る。

ＧＩＧＡスクール端末（小・中）、一人１台端末（高等部）が配備された。新しい時代の学

校教育の基盤が急速に整備され、児童・生徒が自分のＩＣＴを「どのように使用していくの

か」「何を学ぶのか」「どんなことを学ぶのか」が求められている。これまで本校が培ってき

た肢体不自由・病弱教育の専門性を基に、児童・生徒たちがＩＣＴを使って効果的に学習し、

に向けたデジタル教科書、他校とつながるオンラインを通した共同学習も積極的

に進めていく。

「新しい学び」を進めるにあたり、ＩＣＴを活用した指導方法における以下のような６分

類を行う。６つの分類に関しては、指導案にその番号を記し、授業の中でどの様式で行うも
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校教育の基盤が急速に整備され、児童・生徒が自分のＩＣＴを「どのように使用していくの

か」「何を学ぶのか」「どんなことを学ぶのか」が求められている。これまで本校が培ってき

た肢体不自由・病弱教育の専門性を基に、児童・生徒たちがＩＣＴを使って効果的に学習し、

に向けたデジタル教科書、他校とつながるオンラインを通した共同学習も積極的

に進めていく。

「新しい学び」を進めるにあたり、ＩＣＴを活用した指導方法における以下のような６分

類を行う。６つの分類に関しては、指導案にその番号を記し、授業の中でどの様式で行うも

のかを示し、児童・生徒に分かりやすい指導を進めていく。

分類については別紙参照

② 特特色色ああるる教教育育活活動動を発展させる。

芸術活動では、東京藝術大学と連携した芸術教育推進事業では新たな題材を通した表現活

動が広がった。心の中に内在する個々のイメージを表出し、多面的にアプローチをすること

によって情操教育を推進していくとともに、様々な美術コンクールに出展していく。

ＩＣＴを用いた児童・生徒の学び、発信力を高めていく。これまでの取組を充実させると

ともに、プログラミング学習、視線入力装置等を活用し、コミュニケーションを深めていく。

「八東ライブラリー」は児童・生徒の読書活動の基盤となっている。読書活動を組織的に

取り組むことで、今年度は魅力ある図書室づくり、読書活動の推進、一人一人に応じた読書
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③ 開かれた学校に向けて、「「地地域域ととののつつななががりり」」、、「「情情報報発発信信」」の充実を図る。
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てもらい、共生社会実現のために地域に寄与・貢献する取組を積極的に進めていく。

東京都では、子供の学びや育ちを社会全体で支える社会づくりを進めている。直接交流は

もとより、重い障害があり直接交流が難しい場合や、直接交流が難しい状況となった場合も、

オンラインによる技術を最大限に活用し、地域とのつながりを途切れることなく育んでいく。

④ 教職員のライフ・ワーク・バランス実現に組織的に取り組む。

ニューノーマルな学校に向けての新しい取組も加わり、教職員の負担感は少なからずある。

管理職が業務の精選・効率化を図ることも大切だが、細かい部分、日常の中の業務の精選・

効率化をできるのは、実際に業務に携わっている教職員一人一人である。各々が業務の効率

化を図り、自らライフ・ワーク・バランスの実現に向けていけるよう、意識を高めていく。

管理職が目を配り、組織的に人を動かし、チームとして効率的な学校運営を行っていく。

人は宝であり、健やかな教職員だからこそ、健やかな児童・生徒を育てることができる。

（２）重点目標と方策（数値目標）

① 人権教育

ア 体罰の禁止・根絶やいじめの未然防止・早期発見・早期対応 体罰０、いじめ０

イ いじめ、体罰防止等に関わる校内職員研修の実施 年間５回

ウ 「いじめ・体罰・自殺」防止会議の実施 毎週１回

エ 乱暴な態度やことばによる関わり、実態に合わない指導等言語環境の適正化

不適切な指導０

オ 児童・生徒の呼称を「苗字＋さん」 全教職員

カ 「命の尊さ」についての道徳授業 準ずる教育課程で実施

② 学習指導

ア ３観点を踏まえた授業づくりと評価 全教職員

イ 視覚教材、ＩＣＴを活用した授業の実践 全教職員

１ 提示型様式

２ ドリル演習様式

３ チュートリアル様式

４ シミュレーションとゲーム様式

５ 情報検索様式

６ 問題解決様式

２ ドリル演習様式

３ チュートリアル様式

４ シミュレーションとゲーム様式

５ 情報検索様式

６ 問題解決様式
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ウ 読書活動の推進 年間２０冊以上の読書 全校で１０人以上

エ 全校研究会の実施 毎月１回

オ 外部専門員による特別支援教育専門性の向上 時間以上

③ 生活指導

ア 児童・生徒、保護者のニーズに応じた適切な指導と連携 個別面談年間３回

イ ヒヤリハットの収集や研修による教職員の危機管理意識の向上 研修年２回以上

ウ 摂食機能の適切な実態把握と校内研修の推進 年間２回

エ 地域と連携した防災・災害時対応の充実 防災教育推進委員会年間２回

オ 宿泊防災訓練を通した災害時の対応能力の向上 年１回

④ 進路指導

ア キャリア発達の視点を生かした年間計画作成と授業づくり 通年

イ 挨拶運動、身近な社会貢献活動の推進 各学部年２回以上

ウ 実業意欲向上プログラムによる高等部作業販売 年２回以上

エ 児童・生徒及び保護者の希望に沿った進路先の決定 １００％

オ 児童・生徒の資格取得の推奨（ＰＣ検定、漢検、英検等） 全校で５人以上

⑤ 特別活動

ア 東京 レガシーとしてスポーツ大会への参加、作品展示会等への出品 通年

イ 地域交流校との交流及び共同学習の実施 年間５回以上

ウ 部活動の充実（スポーツ、文化的活動） 通年

⑥ 健康・安全

ア 衛生指導、感染症予防及び健康教育に関する研修会の実施 年間２回

イ 児童・生徒、教職員の安全の確保 事故０件

ウ 医療的ケア実施時の安全 事故０件

エ 職員検診受診率 １００％

オ 児童・生徒の体力向上 通年

⑦ 特別支援教育のセンター的機能

ア 学校公開の実施 年間２回

イ 公開講座、ボランティア講座の実施 年間２回

ウ 地域の小・中・高と連携したコーディネーター連絡会の開催 年間３回

エ ホームページの更新 年間１００回以上

⑧ 学校経営・組織体制

ア 服務の厳正、個人情報の保護等に関する研修会の実施 年間１０回

イ 定時退庁日の設定（マイ定時退庁日の実施） 週１回

ウ 教職員の超過勤務の上限 １か月４５時間以内 年３６０時間以内

⑨ 訪問学級における指導の充実

ア 在宅訪問学級のスクーリングの実施 随時

イ 病院訪問学級の医療スタッフとの連携会議の実施 年間２回

ウ 管理職による授業観察・指導助言 授業者一人につき年１回以上

エ タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した授業内容の充実 通年

オ 病院訪問学級に在籍する児童・生徒の復学不安軽減のための原籍校訪問 通年
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ア 衛生指導、感染症予防及び健康教育に関する研修会の実施 年間２回

イ 児童・生徒、教職員の安全の確保 事故０件

ウ 医療的ケア実施時の安全 事故０件

エ 職員検診受診率 １００％

オ 児童・生徒の体力向上 通年

⑦ 特別支援教育のセンター的機能

ア 学校公開の実施 年間２回

イ 公開講座、ボランティア講座の実施 年間２回

ウ 地域の小・中・高と連携したコーディネーター連絡会の開催 年間３回

エ ホームページの更新 年間１００回以上

⑧ 学校経営・組織体制
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エ タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した授業内容の充実 通年
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学学校校経経営営計計画画別別紙紙 「「学学習習ソソフフトトウウェェアアのの諸諸様様式式」」
令令和和６６年年４４月月

都都立立八八王王子子東東特特別別支支援援学学校校 

教教材材をを活活用用すするるににああたたりり、、そそれれぞぞれれのの児児童童・・生生徒徒にに応応じじななががらら①①～～⑥⑥のの複複数数のの様様式式にに分分類類しし

てて指指導導にに資資すするるここととととしし、、知知的的好好奇奇心心をを引引きき出出すす授授業業づづくくりりにに努努めめるるこことと。。 
①① 提提示示型型様様式式（（ ）） 
②② ドドリリルル・・演演習習様様式式（（ ）） 
③③ チチュューートトリリアアルル様様式式（（ ）） 
④④ シシミミュュレレーーシショョンンととゲゲーームムのの様様式式（（Simulation and Game mode）） 
⑤⑤ 情情報報検検索索様様式式（（Inquiry mode）） 
⑥⑥ 問問題題解解決決様様式式（（Problem Solving mode）） 

 
個個別別指指導導計計画画のの作作成成ににああたたりり、、具具体体的的なな様様式式のの内内容容をを示示すすこことと。。（（６６つつのの様様式式でで分分類類しし、、適適切切なな

教教材材をを活活用用すするるこことと。。）） 
 
①① 提提示示型型様様式式（（ ））

提提示示型型ののパパワワーーポポイインントトをを使使っったた教教材材でですす。。ここのの様様式式はは、、一一番番多多用用さされれてていいるるかかとと思思いいまま

すす。。ここれれはは、、児児童童・・生生徒徒もも容容易易にに作作成成すするるここととががでできき、、 教教材材のの入入りり口口とともも言言ええまますす。。ここれれ

かかららもも、、引引きき続続きき活活用用ししててくくだだささいい。。
 
②② ドドリリルル・・演演習習様様式式（（Drill and Practice mode）） 

学学習習者者にに「「繰繰りり返返しし練練習習すするる課課題題をを与与ええてて、、学学習習者者がが技技術術をを高高めめ、、記記憶憶をを定定着着ささせせるるここととをを

ねねららううタタイイププ」」でですす。。 
ドドリリルルととはは、、御御存存知知ののよよううにに「「ドドリリルル・・ききりり」」でですす。。丁丁度度、、「「ききりり」」でで穴穴ををああけけてていいくくたためめにに

ももみみここんんででいいくくよよううにに、、意意味味をを理理解解ししたた概概念念・・法法則則やや技技術術をを幾幾度度もも繰繰りり返返ししてて学学習習ささせせてて迅迅速速

ででかかつつ確確実実なな学学習習行行動動がが形形成成さされれるるよよううにに構構築築ししたたココーーススウウェェアアのの様様式式でですす。。
 
③③ チチュューートトリリアアルル様様式式（（Tutorial mode）） 

「「教教師師がが生生徒徒にに個個別別授授業業すするるよよううにに、、ココンンピピュューータターーがが課課題題やや説説明明をを与与ええ、、学学習習者者ががそそれれにに

応応答答ししななががらら系系統統的的にに学学習習をを進進めめるるタタイイププ」」でで、、学学習習者者のの反反応応にによよっっててププロロググララムムががいいくくつつかか

にに枝枝分分かかれれしし、、学学習習者者個個人人のの応応答答状状況況にに対対応応ししたた学学習習をを可可能能ににすするる方方法法でですす。。 
教教師師（（Tutor））のの働働ききををパパソソココンンややタタブブレレッットトがが受受けけ持持ちち、、対対面面ししてていいるる学学習習者者にに対対ししてて、、画画

面面ををととおおししてて直直接接説説明明やや解解説説ををししてて問問いいかかけけたたりり、、問問題題提提起起ををししてて回回答答をを求求めめたたりりししまますす。。画画

面面上上でで賞賞賛賛、、激激励励（（KR 情情報報：：Knowledge Result））をを与与ええてて自自らら確確認認ししななががらら進進めめてていいくく様様式式でで

すす。。
 
④④ シシミミュュレレーーシショョンンととゲゲーームムのの様様式式（（Simulation and Game mode）） 

「「実実際際にに観観察察ででききににくくいい事事象象やや、、条条件件にによよっってて変変化化すするる事事象象ななどどにに条条件件をを与与ええななががらら模模擬擬的的

にに提提示示ししたたりり、、学学習習ゲゲーームムのの要要素素をを加加味味ししたたりりすするるタタイイププ」」をを言言うう様様式式でですす。。 
早早くくかからら鉄鉄道道やや航航空空機機のの操操縦縦訓訓練練でではは、、学学習習者者にに本本物物そそっっくくりりのの景景気気がが装装備備さされれたた操操縦縦室室等等

でで臨臨場場感感ををももっってて操操作作ででききるる装装置置がが開開発発さされれててききままししたた。。ここれれををシシミミュュレレーータターー（（模模擬擬装装置置））

とと呼呼びびままししたた。。理理 科科のの実実験験等等でで危危険険がが伴伴ううももののやや学学校校でではは設設備備がが整整わわなないいもものの、、ああるるいいはは目目

にに見見ええなないい（（天天気気図図））ななどどをを、、模模擬擬的的にに実実験験ししててみみるるここととがが可可能能でですす。。カカララーーググララフフィィッッククにに

よよるる動動的的ななシシミミュュレレーーシショョンンはは学学習習者者をを魅魅了了しし、、現現実実世世界界とと酷酷似似すするるここととがが非非現現実実とと現現実実をを錯錯

覚覚ささせせててししままうう危危険険性性ももああるるここととにに留留意意ししてて御御指指導導いいたただだけけまますすとと幸幸いいでですす。。
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⑤⑤情情報報検検索索様様式式（（Inquiry mode）） 
「「様様々々ななテテーーママにに関関すするる事事実実やや資資料料ななどどをを百百科科事事典典をを引引くくよよううなな形形でで情情報報検検索索ををししななががらら学学

習習をを進進めめるるタタイイププ」」のの様様式式でですす。。 
パパソソココンンややタタブブレレッットトににアアププリリケケーーシショョンンソソフフトトをを入入れれてて調調べべたたりり、、イインンタターーネネッットトをを利利用用しし

てて辞辞典典やや図図書書館館のの役役割割ををももたたせせるるももののでで、、修修学学旅旅行行やや宿宿泊泊行行事事のの事事前前学学習習ななどどにに用用いいらられれたた

りり、、「「総総合合的的なな探探究究（（学学習習））のの時時間間」」ななどどでで用用いいらられれるるここととがが多多いいかかとと思思いいまますす。。学学校校にに居居なながが

ららににししてて、、ここれれかからら行行くく予予定定のの目目的的地地をを調調べべるるここととななどどにに利利用用さされれるる様様式式でですす。。

⑥⑥ 問問題題解解決決様様式式（（Problem Solving mode）） 
「「問問題題状状況況ややそそれれにに対対すするる仮仮設設ななどどををココンンピピュューータターーがが提提示示しし、、シシミミュュレレーーシショョンンをを加加ええるる

ここととななどどにによよっってて学学習習者者にに考考ええささせせ、、問問題題解解決決ををささせせよよううととすするるタタイイププ」」でですす。。 

学学習習指指導導案案、、個個別別指指導導計計画画等等にに ①①～～⑥⑥とと記記入入しし、、そそのの授授業業でで取取りり扱扱わわれれるる活活用用様様式式をを児児童童・・

生生徒徒、、保保護護者者ににもも分分かかりりややすすいいよよううにに明明記記すするるこことと。。
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てて辞辞典典やや図図書書館館のの役役割割ををももたたせせるるももののでで、、修修学学旅旅行行やや宿宿泊泊行行事事のの事事前前学学習習ななどどにに用用いいらられれたた

りり、、「「総総合合的的なな探探究究（（学学習習））のの時時間間」」ななどどでで用用いいらられれるるここととがが多多いいかかとと思思いいまますす。。学学校校にに居居なながが

ららににししてて、、ここれれかからら行行くく予予定定のの目目的的地地をを調調べべるるここととななどどにに利利用用さされれるる様様式式でですす。。

⑥⑥ 問問題題解解決決様様式式（（Problem Solving mode）） 
「「問問題題状状況況ややそそれれにに対対すするる仮仮設設ななどどををココンンピピュューータターーがが提提示示しし、、シシミミュュレレーーシショョンンをを加加ええるる

ここととななどどにによよっってて学学習習者者にに考考ええささせせ、、問問題題解解決決ををささせせよよううととすするるタタイイププ」」でですす。。 

学学習習指指導導案案、、個個別別指指導導計計画画等等にに ①①～～⑥⑥とと記記入入しし、、そそのの授授業業でで取取りり扱扱わわれれるる活活用用様様式式をを児児童童・・

生生徒徒、、保保護護者者ににもも分分かかりりややすすいいよよううにに明明記記すするるこことと。。

Ⅴ 管理運営規程

６ 八 東 特 第 号

令 和 ６ 年 ４ 月 日

校 長 決 定

東京都立八王子東特別支援学校管理運営規程

平成１３年 ４月１日改正
平成１４年 ４月１日改正
平成１５年 ４月１日改正
平成１６年 ４月１日改正
平成１８年 ４月１日改正
平成１９年 ４月１日改正
平成２０年 ４月１日改正
平成２１年 ４月１日改正
平成２２年 ４月１日改正
平成２２年 月１日改正
平成２３年 ４月１日改正
平成２４年 ４月１日改正
平成２５年 ４月１日改正
平成２６年 ４月１日改正
平成２８年 ４月１日改正
平成２９年 ４月１日改正
平成３０年 ４月１日改正
平成３１年 ４月１日改正
令和 ２年 ４月１日改正
令和 ３年 ４月１日改正
令和 ４年 ４月１日改正
令和 ５年 ４月１日改正
令和 ６年 ４月１日改正

第１ 目的

この規程は、法令及び東京都教育委員会規則等の定めるところに従い、東京都立八王

子東特別支援学校（以下「本校」という。）の管理運営に関し、必要な基本事項を定め、

円滑かつ効果的な学校運営を推進することを目的とする。

第２ 事案決定

本校における事案決定は、東京都立学校事案決定規程等に基づき、原則として文書に

より行う。

第３ 校長

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

第４ 副校長

１ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

２ 副校長は、校長の命を受け、所属職員 経営企画室の所属職員を除く を監督し、及び必

要に応じ生徒の教育をつかさどる。
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第５ 主幹教諭

１ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教

育をつかさどる。

２ 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員 経営企画室の所属職員を除く を監督す

る。

第６ 指導教諭
指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導

の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第７ 主任教諭及び主任養護教諭

主任教諭又は主任養護教諭は、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭又は養護教諭

の職として、以下の役割を担う。

１ 校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割

２ 指導・監督層である主幹教諭の補佐

３ 同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割

第８ 経営企画室長

経営企画室長は、校長の命を受け、経営企画室の事務を統括処理する。

第９ 校務分掌組織

校務に関する分掌組織は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のあるときは、その

一部を置かないことができる。

１ 部

教務部、生活指導部、教育相談部、地域支援部、進路指導部、情報教育部、読書活動

推進部、研究・研修部、医療的ケア部、保健・食育部を置く。

２ 学部

小学部、中学部、高等部を置く。

３ 教科等

国語、算数・数学、英語、理科、社会、音楽、図工・美術、保健体育、技術、家庭科、

自立活動、生活単元学習、特別の教科道徳、総合的な学習の時間を置く。

４ 企画調整会議

５ 全校連絡会

６ 委員会

安全・防災委員会、安全衛生委員会、汚職等防止委員会、学校保健委員会、高等部教

科書選定委員会、省エネ委員会、学校開放事業運営委員会、セクシュアル・ハラスメン

ト防止委員会、給食運営委員会、防災教育推進委員会、医療的ケア安全委員会、アレル

ギー対応委員会、ホームページ管理運営委員会、学校いじめ対策委員会及び学校サポー

トチーム、校舎改修委員会を置く。

７ 学校運営連絡協議会

８ 部活動の指導

教育活動の一環として部活動を設置し、適切に運営する。部活動に関する事項につい

ては生活指導部の所掌とし、各部活動の指導業務は、当該部活動の指導を分掌する職員

及び指導を委嘱された者が行う。

９ 情報セキュリティ及び個人情報保護

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する事項については、情報教育部の所掌とす

る。
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第５ 主幹教諭

１ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教

育をつかさどる。

２ 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員 経営企画室の所属職員を除く を監督す
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第６ 指導教諭
指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導

の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第７ 主任教諭及び主任養護教諭

主任教諭又は主任養護教諭は、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭又は養護教諭

の職として、以下の役割を担う。

１ 校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割

２ 指導・監督層である主幹教諭の補佐

３ 同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割

第８ 経営企画室長

経営企画室長は、校長の命を受け、経営企画室の事務を統括処理する。

第９ 校務分掌組織

校務に関する分掌組織は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のあるときは、その

一部を置かないことができる。

１ 部

教務部、生活指導部、教育相談部、地域支援部、進路指導部、情報教育部、読書活動

推進部、研究・研修部、医療的ケア部、保健・食育部を置く。

２ 学部

小学部、中学部、高等部を置く。

３ 教科等

国語、算数・数学、英語、理科、社会、音楽、図工・美術、保健体育、技術、家庭科、

自立活動、生活単元学習、特別の教科道徳、総合的な学習の時間を置く。

４ 企画調整会議

５ 全校連絡会

６ 委員会

安全・防災委員会、安全衛生委員会、汚職等防止委員会、学校保健委員会、高等部教

科書選定委員会、省エネ委員会、学校開放事業運営委員会、セクシュアル・ハラスメン

ト防止委員会、給食運営委員会、防災教育推進委員会、医療的ケア安全委員会、アレル

ギー対応委員会、ホームページ管理運営委員会、学校いじめ対策委員会及び学校サポー

トチーム、校舎改修委員会を置く。

７ 学校運営連絡協議会

８ 部活動の指導

教育活動の一環として部活動を設置し、適切に運営する。部活動に関する事項につい

ては生活指導部の所掌とし、各部活動の指導業務は、当該部活動の指導を分掌する職員

及び指導を委嘱された者が行う。

９ 情報セキュリティ及び個人情報保護

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する事項については、情報教育部の所掌とす

る。

１０ その他

校長が必要と認めたときは、その他の分掌組織を置くことができる。

第１０ 経営企画室組織

経営企画室の事務は、経営、庶務、経理及び施設その他の事務とする。

第１１ 企画調整会議

１ 目的

企画調整会議は、校長の補助機関として、校長の学校運営方針に基づき、学校全体の

業務に関する企画立案及び連絡調整、各分掌組織間の連絡調整、全校連絡会における指

示・伝達の整理、その他校長が必要と認める事項を行い、円滑かつ効果的な学校運営を

推進する。

２ 構成員

校長、副校長、経営企画室長、指導教諭、主幹教諭とする。ただし、校長は必要に応

じて関係者を参加させ、意見を聞くことができる。

３ 学校運営連絡協議会協議委員の参加

校長が必要と認めたときは、企画調整会議に学校運営連絡協議会協議委員を参加させ

ることができる。

４ 開催

定例会は、原則として毎週１回金曜日に開催する。

５ 招集

校長が招集し、その運営を管理する。

６ その他、必要な事項は、校長が定める。

第１２ 全校連絡会

１ 目的

全校連絡会は、校長の補助機関として、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認める

ものを取り扱う。

（１） 校長が学校の管理運営に関する方針を周知すること。

（２） 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

（３） 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

２ 構成員

常勤の教職員及び非常勤教員及び一般職非常勤職員のうち学校介護職員。ただし、校

長が認めた場合は他の職員も参加できる。

３ 学校運営連絡協議会の協議委員の参加

校長が必要と認めたときは、全校連絡会に学校運営連絡協議会の協議委員を参加させ

ることができる。

４ 開催

定例会は原則として月１回開催する。また、必要に応じて臨時の全校連絡会を開催す

る。

５ 招集

校長が招集し、その運営を管理する。

６ 司会

副校長が行う。

７ 記録

校長が記録者を選任する。記録者は、会議の要旨を会議録として取りまとめ、会議終

了後、直ちに会議録を校長に提出し、会議の要旨が正確に記載されているかの確認を受
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けなければならない。

８ 運営

（１） 報告、意見聴取及び連絡に関する事項は、企画調整会議を経た上、事前に資料を

添付し副校長に提出する。

（２） 校長の意思決定に資するため、全校連絡会において、必要に応じて構成員の意向

を聞くことはあるが、校長の意志決定を拘束するものではない。

第１３ 分掌組織図

分掌組織図は、次のとおりとする。

校長

学校運営連絡協議会 企画調整会議

全校連絡会

経営企画室長 副校長

主幹教諭 主幹教諭

経 各 教 各 各
営 委 科 学 分
企 員 ・ 部 掌
画 会 領 部
室 域

等

第１４ 人事

分掌組織を構成する人事については、東京都教育委員会の権限に属するもののほかは、

校長が定める。

安全・防災委員会 
安全衛生委員会 
汚職等防止委員会 
学校保健委員会 
高等部教科書選定委員会 
省エネ委員会 
学校開放事業運営委員会 
ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会 
給食運営委員会 
防災教育推進委員会 
医療的ケア安全委員会 
ホームページ管理運営委員会 
学校いじめ対策委員会 
アレルギー対応委員会 
学校サポートチーム 
校舎改修委員会 

 
教務部  
生活指導部------部活動  
教育相談部 
地域支援部  
進路指導部 
情報教育部 
読書活動推進部 
研究・研修部
医療的ケア部 
保健・食育部 

 
 

小学部 
中学部 
高等部 
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を聞くことはあるが、校長の意志決定を拘束するものではない。

第１３ 分掌組織図
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校長

学校運営連絡協議会 企画調整会議

全校連絡会
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企 員 ・ 部 掌
画 会 領 部
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第１４ 人事

分掌組織を構成する人事については、東京都教育委員会の権限に属するもののほかは、

校長が定める。

安全・防災委員会 
安全衛生委員会 
汚職等防止委員会 
学校保健委員会 
高等部教科書選定委員会 
省エネ委員会 
学校開放事業運営委員会 
ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会 
給食運営委員会 
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ホームページ管理運営委員会 
学校いじめ対策委員会 
アレルギー対応委員会 
学校サポートチーム 
校舎改修委員会 

 
教務部  
生活指導部------部活動  
教育相談部 
地域支援部  
進路指導部 
情報教育部 
読書活動推進部 
研究・研修部
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保健・食育部 

 
 

小学部 
中学部 
高等部 

第１５ 予算

校内予算の構成等については、「東京都立学校の予算編成等に係る規程」に基づき、適

正かつ効率的な運営を図る。

第１６ 校内規定

校長は、この規程に基づき、その他の校内規定を定める。

第１７ 情報開示

この規程及びその他の校内規定については、保護者及び都民等の閲覧に供することがで

きるように整備する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和２年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和３年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この規定は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この規定は、令和６年４月１日から施行する。
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附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和２年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和３年 月 日から施行する。

附 則

この規定は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この規定は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この規定は、令和６年４月１日から施行する。

担当
副校長

担当
主幹教諭

平澤 南部

平澤 佐々木

平澤 佐々木

森山 佐々木

森山 萬澤

森山 萬澤

平澤
南部
萬澤

森山 佐々木

平澤 南部

森山 佐々木

森山 萬澤

平澤 南部

森山 佐々木

森山 萬澤

平澤 遠田

森山 遠田

平澤 森⑱交流教育連絡会
校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(地域支援)・各部交流教育担当
コーディネーター・保護者代表・交流協力校・市教育委員会

⑯予算調整会議 校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭・経営企画室予算担当

⑫ホームページ管理運営委員
会

校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(情報)・情報教育部主任
情報教育部担当・経営企画室担当

　⑬学校いじめ対策委員会
  校長・副校長・主幹教諭・生活指導主任・養護教諭
 （必要に応じて児童相談所児童福祉士・子ども家庭支援センター職員等を学校サ
ポートチームとして召集する）

⑰学校運営連絡協議会
校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭・保護者代表・学識経験者・地域代
表・その他

⑨給食運営委員会
校長・副校長・主幹教諭(保健部)・主幹教諭(小中高)・保健部主任
経営企画室給食事務担当・経営企画室長・栄養士

⑩防災教育推進委員会
校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(生活)・生活指導主任
地域関係者

⑪医療的ケア安全委員会
校長・副校長・経営企画室室長・主幹教諭(医ケア部)・学校医又は指導医
看護師・養護教諭・医療的ケア担当教員及び学校介護職員の代表

本人講座 進路指導部教員

施設開放 経営企画室職員・サポートデスク

⑧セクシャル・ハラスメント
防止委員会

校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭

⑥省エネ委員会
校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(教務)・教務主任
教務担当メンバー

⑦学校開放事業運営委員会

校長・副校長・担当主幹教諭・経営企画室長・経営企画室員・教務主幹
社会教育代表・保護者代表

平澤 森

開放プール担当
保健体育科、開放プール担当教員
経営企画室職員

ボランティア養成講座 地域支援部教員

③汚職等防止委員会 校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭

④学校保健委員会
校長・副校長・経営企画室長・担当主幹教諭・主幹教諭(小中高)
養護教諭・保健給食主任・栄養士・看護師・保護者代表・地域代表・校医

⑤高等部教科書選定委員会
校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(教務)・主幹教諭（高等部）
高等部教務部教科書担当・高等部各教科代表

令和６年度に設置する委員会等

委員会名 内容・構成員

①安全・防災委員会 企画調整会議構成員・養護教諭・生活指導部主任

②安全衛生委員会
校長・副校長・経営企画室長・職場代表(担当主幹教諭)
産業医・有資格者（養護教諭）・体育科(１名)

校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭(保健部)・看護師
栄養士・養護教諭・保健部主任・保健部

⑭アレルギー対応委員会

校長・副校長・経営企画室長・主幹教諭・栄養士・経営企画室施設担当⑮校舎改修委員会
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Ⅵ 本校の教育目標  

１ 本校の教育目標 

本校は肢体不自由のある児童・生徒に対して、小学校、中学校および高等学校の目標に準じた

教育を行うとともに、一人一人の実態に即した指導を行い、その可能性を十分に伸ばし、豊かな

人間性と生きる力を向上させることを目指す。そのために以下の目標を掲げる。

① 自分の身体についてよく知り、健康で安全な生活を送るための力を身に付ける。 

② 自然・生命を慈しみ、互いの人格を尊重し合える豊かな心をもつ。 

③ コミュニケーション能力を伸ばし、社会性を高める。 

④ 日常生活に必要な身体の動きや基本的生活習慣を身に付ける。 

⑤ 学ぶ喜びや楽しさを知り、基礎学力を充実させる。 

 
２ 教育目標を達成のための基本方針
 

① 肢体不自由教育の基礎・基本を踏まえ、児童・生徒の障害の状態及び発達段階や特性を的確に把

握し、個別指導計画に基づいた指導の充実を図る。

② 学習内容については具体的な課題を設定し、授業の形態や集団の構成を工夫するとともに効果

的・効率的な指導を組織的に行う。 

③ 道徳科、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間、また性教育、人権教育、キャリア教育に関

わる内容については全体計画を作成し、児童・生徒の発達段階に即して指導するとともに、学校

の全教育活動を通して目標の達成を図る。 

④ 個別の教育支援計画に基づき、家庭や関係機関との連携を密にし、児童・生徒一人一人のニーズ

に応じた組織的・継続的な支援の充実を図る。 

⑤ 基本的生活習慣の指導については、家庭での指導を基本として、これを支援、協力して行ってい

く。 

⑥ 地域社会や小・中・高等学校等との交流を推進し、児童・生徒の経験を広め社会性を養うととも

に、在学中から地域の一員として、地域社会と共生していく意識を高める。 

⑦ コミュニケーションに関わる指導を大切にし、音声言語に限定せず広く人と人とが関わる際の意

思疎通手段として、個に応じた指導を行う。 

⑧ 本校がもつ専門性や施設・設備を生かし、地域に貢献する特別支援教育のセンター的機能を充実

させるとともに、地域の社会資源や教育力を指導の中に生かす｡ 
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Ⅵ 本校の教育目標  

１ 本校の教育目標 

本校は肢体不自由のある児童・生徒に対して、小学校、中学校および高等学校の目標に準じた

教育を行うとともに、一人一人の実態に即した指導を行い、その可能性を十分に伸ばし、豊かな

人間性と生きる力を向上させることを目指す。そのために以下の目標を掲げる。

① 自分の身体についてよく知り、健康で安全な生活を送るための力を身に付ける。 

② 自然・生命を慈しみ、互いの人格を尊重し合える豊かな心をもつ。 

③ コミュニケーション能力を伸ばし、社会性を高める。 

④ 日常生活に必要な身体の動きや基本的生活習慣を身に付ける。 

⑤ 学ぶ喜びや楽しさを知り、基礎学力を充実させる。 

 
２ 教育目標を達成のための基本方針
 

① 肢体不自由教育の基礎・基本を踏まえ、児童・生徒の障害の状態及び発達段階や特性を的確に把

握し、個別指導計画に基づいた指導の充実を図る。

② 学習内容については具体的な課題を設定し、授業の形態や集団の構成を工夫するとともに効果

的・効率的な指導を組織的に行う。 

③ 道徳科、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間、また性教育、人権教育、キャリア教育に関

わる内容については全体計画を作成し、児童・生徒の発達段階に即して指導するとともに、学校

の全教育活動を通して目標の達成を図る。 

④ 個別の教育支援計画に基づき、家庭や関係機関との連携を密にし、児童・生徒一人一人のニーズ

に応じた組織的・継続的な支援の充実を図る。 

⑤ 基本的生活習慣の指導については、家庭での指導を基本として、これを支援、協力して行ってい

く。 

⑥ 地域社会や小・中・高等学校等との交流を推進し、児童・生徒の経験を広め社会性を養うととも

に、在学中から地域の一員として、地域社会と共生していく意識を高める。 

⑦ コミュニケーションに関わる指導を大切にし、音声言語に限定せず広く人と人とが関わる際の意

思疎通手段として、個に応じた指導を行う。 

⑧ 本校がもつ専門性や施設・設備を生かし、地域に貢献する特別支援教育のセンター的機能を充実

させるとともに、地域の社会資源や教育力を指導の中に生かす｡ 

Ⅶ 教育活動の状況 
 
１ 小学部

（１） 小学部教育目標

① 自分の身体について知り、健康なからだをつくる。

② 友達と仲よくし、協力して活動する。

③ 自分の考えや気持ちを明確に伝える。

④ 生活に必要な動きや習慣を身に付ける。

⑤ 進んで学習する。

（２） 指導に当たっての配慮事項

① 児童一人一人の健康と安全管理には、特に配慮する。

② 児童相互の関わりを大切にし、集団づくりを大切にするとともに、一人一人に視点を合わせた

指導をする。

③ ＩＣＴ機器等を活用し、コミュニケーション手段の獲得をめざす。

④ 学年集団での活動と発達課題を考慮した学習集団での活動を組み合わせ、児童の学習課題に合

った活動を効果的に行うことができるようにする。

⑤ 指導のねらいを明確にし、指導者間の連携を強化する。学校介護職員との協働を進め、児童の

学習環境を整える。

⑥ 自立活動部や外部専門員との連携を密にとり、児童の学習課題及び身体的課題に関する専門性

を取り入れながら、個に応じた指導の充実を図る。

⑦ 地域の小学校と連携し、交流教育を進めるとともに、副籍制度を活用した交流活動の充実を図

る。

（３） 授業及びグループ編成について

① 学年・学級の指導

・小学部低学年及び高学年に考慮した活動を組み、各学年それぞれのねらいを基に集団づくりを行う。

・個々の目標に基づき、日常生活習慣を身に付けるよう継続的な指導を行う。

・給食指導については学年による指導を行う。

・学級活動については学年・学級ごとに活動内容に応じて行う。

② 学習グループ編成と指導目標

＜低学年＞

・学年または複数の学年合同で行う授業、課題に応じたグループで授業を行う。

＜高学年＞

・学年または複数の学年合同で行う授業、課題に応じたグループで授業を行う。 
・高学年全体で月に１回、特別活動（クラブ）を行う。
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＜低学年＞ 
グループ 教育課程 目標 
Ａ

すくすく

 

学年相応または下学年の教科学習

を行うグループ 
（準ずる教育課程） 

①小学校相当の基礎学力をつけ、自ら学ぶ意欲を高める。 
②友達と仲良く助け合う態度を養う。 

Ｂ 
すくすく 

 

下学年の教科学習及び各教科等を

合わせた学習を行うグループ 
（知的障害を併せ有する児童の教

育課程） 

①初歩的な「もじ」「かず」を理解する力をつける。 
②日常生活に必要な簡単なきまりやマナーを身につける。  

Ｃ 
わくわく 
 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①遊びや学習を通して「やりたい」気持ちを表現する力や活動の

見通しをもつ力を育てる。 
②教員を介して友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーション

の力を高める。 
Ｃ 
のびのび 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②教員や友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの力を

高める。 
Ｃ 
きらきら 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①様々なものへの興味や関心を広げ、「見る力・聞く力」を育て

る。 
②手遊びや感覚遊びを楽しみ、人とかかわる力を育てる。 
③表情や発声、動作等の表現を引き出し、コミュニケーションの

力を育てる。 

＜高学年＞

グループ 教育課程 目標 
Ａ 
すばる 

 
 

学年相応または下学年の教科学習

を行うグループ 
（準ずる教育課程） 

①小学校相当の基礎学力をつけ、自ら学ぶ意欲を高める。 
②友達と仲良く助け合う態度を養う。 

Ｂ 
すばる 

 
 

下学年の教科学習及び各教科等を

合わせた学習を行うグループ

（知的障害を併せ有する児童の教

育課程） 

①初歩的な「もじ」「かず」を理解し活用する力をつける。 
②日常生活に必要な簡単なきまりやマナーを身に付け、見通しをも

って行動する。 
 

Ｃ 
みもざ 
 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して、興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②繰り返し経験したことに関して、見通しをもって活動する。 
③教員を介して友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの

力を高める。 
Ｃ 
ほくと 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して、興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②体調を整え、健康な体をつくる。 
③教員や友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの力を高

める。 
Ｃ 
ぎんが 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①様々なものへの興味や関心を広げ、「見る力・聞く力」を育てる。 
②表情や発声、動作等の表現を引き出し、コミュニケーションの力

を育てる。 
＜小学部の使用教科書＞

① 小学校に準ずる教育課程の児童 
教科 国語 書写 社会 算数 理科 英語 

使用教科書 東書 教出 東書 啓林館 東書 三省堂 
教科 家庭 音楽 図画工作 保健 道徳科 生活 

使用教科書 東書 教芸 開隆堂 東書 光文 東書 
② 自立活動を主とする教育課程、知的障害教育代替の教育課程の児童 

上記の教科書にかえて文部科学省著作教科書または学校教育法附則第９条の規定による一般教科書

を適正に選定して配布する。 
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＜低学年＞ 
グループ 教育課程 目標 
Ａ

すくすく

 

学年相応または下学年の教科学習

を行うグループ 
（準ずる教育課程） 

①小学校相当の基礎学力をつけ、自ら学ぶ意欲を高める。 
②友達と仲良く助け合う態度を養う。 

Ｂ 
すくすく 

 

下学年の教科学習及び各教科等を

合わせた学習を行うグループ 
（知的障害を併せ有する児童の教

育課程） 

①初歩的な「もじ」「かず」を理解する力をつける。 
②日常生活に必要な簡単なきまりやマナーを身につける。  

Ｃ 
わくわく 
 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①遊びや学習を通して「やりたい」気持ちを表現する力や活動の

見通しをもつ力を育てる。 
②教員を介して友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーション

の力を高める。 
Ｃ 
のびのび 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②教員や友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの力を

高める。 
Ｃ 
きらきら 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①様々なものへの興味や関心を広げ、「見る力・聞く力」を育て

る。 
②手遊びや感覚遊びを楽しみ、人とかかわる力を育てる。 
③表情や発声、動作等の表現を引き出し、コミュニケーションの

力を育てる。 

＜高学年＞

グループ 教育課程 目標 
Ａ 
すばる 

 
 

学年相応または下学年の教科学習

を行うグループ 
（準ずる教育課程） 

①小学校相当の基礎学力をつけ、自ら学ぶ意欲を高める。 
②友達と仲良く助け合う態度を養う。 

Ｂ 
すばる 

 
 

下学年の教科学習及び各教科等を

合わせた学習を行うグループ

（知的障害を併せ有する児童の教

育課程） 

①初歩的な「もじ」「かず」を理解し活用する力をつける。 
②日常生活に必要な簡単なきまりやマナーを身に付け、見通しをも

って行動する。 
 

Ｃ 
みもざ 
 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して、興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②繰り返し経験したことに関して、見通しをもって活動する。 
③教員を介して友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの

力を高める。 
Ｃ 
ほくと 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①教員や友達との様々な体験や活動を通して、興味や関心を広げ、

「やりたい」等の気持ちを表現する手段を増やす。 
②体調を整え、健康な体をつくる。 
③教員や友達とのかかわりを楽しみ、コミュニケーションの力を高

める。 
Ｃ 
ぎんが 

自立活動の学習を中心的に行う 
グループ 
（自立活動を主とする教育課程） 

①様々なものへの興味や関心を広げ、「見る力・聞く力」を育てる。 
②表情や発声、動作等の表現を引き出し、コミュニケーションの力

を育てる。 
＜小学部の使用教科書＞

① 小学校に準ずる教育課程の児童 
教科 国語 書写 社会 算数 理科 英語 

使用教科書 東書 教出 東書 啓林館 東書 三省堂 
教科 家庭 音楽 図画工作 保健 道徳科 生活 

使用教科書 東書 教芸 開隆堂 東書 光文 東書 
② 自立活動を主とする教育課程、知的障害教育代替の教育課程の児童 

上記の教科書にかえて文部科学省著作教科書または学校教育法附則第９条の規定による一般教科書

を適正に選定して配布する。 

小学部低学年（自立活動を主とする教育課程）

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

８：４５～８：５５ ８：４５～８：５５

1 ９：００～９：４５ 日常生活の指導 自立活動 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 1 ９：００～９：４５ 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導

2 ９：５０～１０：３５ 図画工作 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 2 ９：５０～１０：３５ 自立活動 算数 図画工作 音楽 自立活動

3 １０：４０～１１：２５ 算数 体育 遊びの指導 国語 音楽 3 １０：４０～１１：２５ 体育 生活単元学習 図画工作 自立活動 国語

4 １１：３０～１１：５5 4 １１：３０～１１：５５

１2：00～１２：４５ １２：００～１２：４５

5 １２：４５～１３：３０ 5 １２：４５～１３：３０

6
１３：３５～１４：２０

月・水・金１３：３５～１
３：４５

学級での指導 特別活動 ３年：自立活動 生活単元学習 学級での指導 6
１３：３５～１４：２０

月・金１３：３５～１３：
４５

学級での指導 自立活動 自立活動
特別活動

月１回クラブ
学級での指導

7 １４：３０～１５：１５
３年：自立活動 ３年：自立活動

２・３年自立活動 7 １４：３０～１５：１５ 自立活動 自立活動 自立活動

１５：２０～１５：３５ １５：２０～１５：３５

下校時刻 13:50 15:40
1･2年：13:50
3年：15:40

15:40 13:50 下校時刻 13:50 15:40 15:40 15:40 13:50

小学部低学年（知的障害を併せ有する児童の教育課程）

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

８：４５～８：５５ ８：４５～８：５５

1 ９：００～９：４５ 自立活動 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 1 ９：００～９：４５ 自立活動 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導

2 ９：５０～１０：３５ 国語 体育 算数 生活単元学習 図画工作 2 ９：５０～１０：３５ 音楽 体育 算数 生活単元学習 図画工作

3 １０：４０～１１：２５ 算数 国語 国語 音楽 図画工作 3 １０：４０～１１：２５ 国語 算数 国語 国語 図画工作

4 １１：３０～１１：５5 4 １１：３０～１１：５５

１2：00～１２：４５ １２：００～１２：４５

5 １２：４５～１３：３０ 国語 自立活動 5 １２：４５～１３：３０

6
１３：３５～１４：２０

月・水・金１３：３５～１
３：４５

学級での指導 特別活動 ３年：算数 自立活動 学級での指導 6
１３：３５～１４：２０

月・金１３：３５～１３：
４５

学級での指導 生活単元学習 総合的な学習の時間
特別活動

月１回クラブ
学級での指導

7 １４：３０～１５：１５ ３年：自立活動
２・３年：自立活動

7 １４：３０～１５：１５ 生活単元学習 自立活動 自立活動

１５：２０～１５：３５ １５：２０～１５：３５

下校時刻 13:50 15:40
1･2年：13:50
3年：15:40

15:40 13:50 下校時刻 13:50 15:40 15:40 15:40 13:50

　

小学部低学年（準ずる教育課程）

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

８：４５～８：５５ ８：４５～８：５５

1 ９：００～９：４５ 自立活動 算数 国語 算数
１・２年：生活
３年：社会

1 ９：００～９：４５ 自立活動 算数 算数
４年：外国語活動
５・６年：外国語

算数

2 ９：５０～１０：３５
１・２年：国語

３年：総合的な
学習の時間

体育 算数
１・２年：生活
３年：社会

図画工作 2 ９：５０～１０：３５ 音楽 体育 図画工作 社会 道徳科

3 １０：４０～１１：２５
１・２年：算数

３年：総合的な
学習の時間

１・２年：生活
３年：国語

道徳科 音楽
１・２年：図画工作

３年：図画工作／理
科

3 １０：４０～１１：２５ 国語 理科

４年：図画工作／音
楽

５・６年：図画工作
／音楽／家庭

４年：社会／音楽
５・６年：社会

国語

4 １１：３０～１１：５5 国語 国語 国語 国語 国語 4 １１：３０～１１：５５ 国語 国語 国語 国語 国語

１2：00～１２：４５ １２：００～１２：４５

5 １２：４５～１３：３０ 算数
１・２年：音楽

３年：音楽／理科
１・２年国語
３年：理科

国語 国語 5 １２：４５～１３：３０
４・６年：社会

５年：社会／家庭
理科 算数 理科

４年：国語
５・６年：外国語

6
１３：３５～１４：２０

月・水・金１３：３５～１
３：４５

学級での指導 特別活動 ３年：理科 自立活動 学級での指導 6
１３：３５～１４：２０

月・金１３：３５～１３：
４５

学級での指導 総合的な学習の時間
４年：国語

５・６年：家庭
特別活動

月１回クラブ
学級での指導

7 １４：３０～１５：１５
３年：総合的な学習の

時間
２・３年：算数 7 １４：３０～１５：１５ 総合的な学習の時間

４年：自立活動
５・６年

自立活動／家庭
算数

１５：２０～１５：３５ １５：２０～１５：３５

下校時刻 13:50 15:40
1･2年：13:50
3年：15:40

15:40 13:50 下校時刻 13:50 15:40 15:40 15:40 13:50

　 　

自立活動

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み

日常生活の指導

給食・昼休み

　

日常生活の指導

学級での指導

日常生活の指導

学級での指導

日常生活の指導

学級での指導

自立活動

小学部低学年 時間割（令和６年度）

　

学級での指導

給食・昼休み

学級での指導

学級での指導

給食・昼休み

給食・昼休み

学級での指導

給食・昼休み

学級での指導

小学部高学年（自立活動を主とする教育課程）

小学部高学年 時間割（令和６年度）

小学部高学年（知的障害を併せ有する児童の教育課程）

学級での指導

小学部高学年（準ずる教育課程）

学級での指導

自立活動

自立活動
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２ 中学部

（１） 中学部教育目標 

① 自分の身体について知り、心身の健康を増進する。

② 自然や生命を大切にし、友達同士認め合って協力しあう豊かな心をもつ。

③ 気持ちや考えを明確に表現する力を付け、社会性を高める。

④ 身辺自立や社会的自立を目指し、基本的生活習慣を身に付ける。

⑤ 基礎学力を向上させ、自ら考え判断していく力を伸ばす。

（２） 指導に当たっての配慮事項

 
① 生活年齢を重視し学年・学級集団のねらいを明確にして、３年間の学校生活を見通した指導内容

の充実を図る。

② 学習グループは生徒の実態を十分に考慮し、適切にグループ編成を行う。生徒の課題や学習内容

により、複数のグループが合同で行うこともある。

③ 生徒の障害の状態及び発達段階や特性を的確に把握した上で、中学生という生活年齢も十分に考

慮しながら、個別指導計画を作成し、個別指導計画に基づいた指導の充実を図る。

④ 学校生活支援シートに基づき、保護者及び関係諸機関との連携を密にし、生徒一人一人のニーズ

に応じた支援の充実を図る。

⑤ 自立及び社会参加への意識を高めるために、日常の学習や行事等、学校生活全般を通じてキャリ

ア教育の視点を取り入れるとともに、総合的な学習の時間や校外学習、進路学習においては体験

的な学習を設定し、実践していく。

⑥ 教科及び各教科等において言語能力の向上を目指した授業展開を進める。また生徒の実態や課題

に応じた図書室の多目的な利用を推進し、読書活動及び言語活動の充実を図る。

⑦ 外部専門家との連携を密にとり、生徒の学習課題及び身体的課題に関する専門性を取り入れなが

ら、個に応じた指導の充実を図る。

 

（３） 授業及びグループ編成について

 
① 学年・学級による指導

・ 中学部３年間を考慮した活動を組み、各学年それぞれのねらいをもとに集団づくりを行う。

・ 個々の目標に基づき、日常生活習慣を身に付けるよう継続的な指導を行う。

・ 学級活動（学活）については学年ごとに行うが、内容に応じて中学部全体で行うこともある。
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２ 中学部

（１） 中学部教育目標 

① 自分の身体について知り、心身の健康を増進する。

② 自然や生命を大切にし、友達同士認め合って協力しあう豊かな心をもつ。

③ 気持ちや考えを明確に表現する力を付け、社会性を高める。

④ 身辺自立や社会的自立を目指し、基本的生活習慣を身に付ける。

⑤ 基礎学力を向上させ、自ら考え判断していく力を伸ばす。

（２） 指導に当たっての配慮事項

 
① 生活年齢を重視し学年・学級集団のねらいを明確にして、３年間の学校生活を見通した指導内容

の充実を図る。

② 学習グループは生徒の実態を十分に考慮し、適切にグループ編成を行う。生徒の課題や学習内容

により、複数のグループが合同で行うこともある。

③ 生徒の障害の状態及び発達段階や特性を的確に把握した上で、中学生という生活年齢も十分に考

慮しながら、個別指導計画を作成し、個別指導計画に基づいた指導の充実を図る。

④ 学校生活支援シートに基づき、保護者及び関係諸機関との連携を密にし、生徒一人一人のニーズ

に応じた支援の充実を図る。

⑤ 自立及び社会参加への意識を高めるために、日常の学習や行事等、学校生活全般を通じてキャリ

ア教育の視点を取り入れるとともに、総合的な学習の時間や校外学習、進路学習においては体験

的な学習を設定し、実践していく。

⑥ 教科及び各教科等において言語能力の向上を目指した授業展開を進める。また生徒の実態や課題

に応じた図書室の多目的な利用を推進し、読書活動及び言語活動の充実を図る。

⑦ 外部専門家との連携を密にとり、生徒の学習課題及び身体的課題に関する専門性を取り入れなが

ら、個に応じた指導の充実を図る。

 

（３） 授業及びグループ編成について

 
① 学年・学級による指導

・ 中学部３年間を考慮した活動を組み、各学年それぞれのねらいをもとに集団づくりを行う。

・ 個々の目標に基づき、日常生活習慣を身に付けるよう継続的な指導を行う。

・ 学級活動（学活）については学年ごとに行うが、内容に応じて中学部全体で行うこともある。

② 学習グループ編成と指導目標

学年・学級を基礎集団としながら、主な授業は課題別の学習グループによる指導を行っている。

グループ  教育課程 目標  
 

Ａ  
学年相応または下学年の教科

学習を行うグループ。 
（準ずる教育課程） 

①自ら学ぶ意欲を育て、たしかな学力を身に付ける。 

②自己と社会への興味関心を高め、生活する力を付ける。 

 
 

Ｂ 

教科及び各教科等を合わせた

学習を中心とするグループ。 
（知的障害を併せ有する生徒

の教育課程） 

①自立した生活や社会参加への意欲と態度を育み、そのた 

めに必要な知識や技能を身に付ける。 

②基礎的な学力の向上を図る。 

  
 
 
Ｃ 

自立活動の学習を中心的に行

うループ。 
（自立活動を主とする教育課

程） 

①適切な運動によって、健康な身体をつくる。 

②いろいろな物を見る・聞く・感じる力を育て、豊かな心 

を育む。 

③人や物に積極的に関わり、意思を表出する等のコミュニ

ケーション力を高める。 
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月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

8:40-8:45 8:40-8:45

8:45-9:00 8:45-9:00

1 9:05-9:55 国語 社会 数学 英語 社会 1 9:05-9:55 英語 国語 社会 国語 国語

2 10:00-10:50 理科 国語 国語 理科
総合的な

学習の時間 2 10:00-10:50 国語 英語 理科 英語
総合的な

学習の時間

3 10:55-11:45 数学 英語 英語 国語 3 10:55-11:45 理科 数学 英語 数学
総合的な

学習の時間

11:45-12:40 11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 技術・家庭 道徳科 4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 技術・家庭 道徳科

5 13:35-14:25 英語 理科 特別活動 技術・家庭 保健体育 5 13:35-14:25 社会 社会 特別活動 技術・家庭 保健体育

6 14:30-15:20 社会 数学 数学 保健体育 6 14:30-15:20 数学 理科 理科 保健体育

15:25-15:35 15:25-15:35

Aグループ３年　(準ずる教育課程）

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

8:40-8:45 8:40-8:45

8:45-9:00 8:45-9:00

1 9:05-9:55 社会 英語 理科 理科 数学 1 9:05-9:55 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導

2 10:00-10:50 数学 理科 英語 国語
総合的な

学習の時間 2 10:00-10:50 自立活動 国語 数学 数学

3 10:55-11:45 国語 国語 社会 外国語
総合的な

学習の時間 3 10:55-11:45 国語 美術 音楽 国語

11:45-12:40 11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 数学 道徳科 4 12:40-13:30 自立活動 作業学習 自立活動 自立活動 国語

5 13:35-14:25 理科 数学 特別活動 技術・家庭 保健体育 5 13:35-14:25 数学 作業学習 特別活動 職業家庭 保健体育

6 14:30-15:20 英語 社会 社会 保健体育 6 14:30-15:20 自立活動 自立活動 自立活動 保健体育

15:25-15:35 15:25-15:35

Ｃグループ　(自立活動を主とする教育課程）

月 火 水 木 金

8:40-8:45

8:45-9:00

1 9:05-9:55 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導

2 10:00-10:50 国語 数学 美術 保健体育 生活単元学習

3 10:55-11:45 自立活動 自立活動 美術 自立活動 生活単元学習

11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

5 13:35-14:25 自立活動 自立活動 特別活動 音楽 自立活動

6 14:30-15:20 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

15:25-15:35

国語 書写 社会（地理） 社会（歴史） 社会（公民） 地図 数学 理科

三省堂 教育出版 帝国書院 東京書籍 日本文教 東京書籍 大日本 大日本

音楽（一般） 音楽（楽器合奏） 美術 保健体育 技・家（技術） 技・家（家庭） 英語

教育出版 教育芸術 日本文教 学研 開隆堂 教育図書 東京書籍

② 自立活動を主とする教育課程、知的障害を併せ有する生徒の教育課程の生徒
　　上記の教科書にかえて文部科学省著作教科書または学校教育法附則第９条の規定による一般教科書を適正に選定して配布する。

Aグループ２年　(準ずる教育課程）

（（55））中中学学部部のの使使用用教教科科書書

① 準ずる教育課程の生徒

教　　科

発行者

教　　科

発行者

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み 給食・昼休み

学級での指導 学級での指導

Ｂグループ (知的障害を併せ有する生徒の教育課程）

登校

学級での指導

登校

（（44））中中学学部部  時時間間割割（（令令和和６６年年度度））

Aグループ１年　(準ずる教育課程）

登校 登校

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み

登校

学級での指導

給食・昼休み

総合的な

美術

総合的な

学習の

音楽

生活単
元学習

生活単
元学習

総合的な

学習の

時間

－ 33 －



月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

8:40-8:45 8:40-8:45

8:45-9:00 8:45-9:00

1 9:05-9:55 国語 社会 数学 英語 社会 1 9:05-9:55 英語 国語 社会 国語 国語

2 10:00-10:50 理科 国語 国語 理科
総合的な

学習の時間 2 10:00-10:50 国語 英語 理科 英語
総合的な

学習の時間

3 10:55-11:45 数学 英語 英語 国語 3 10:55-11:45 理科 数学 英語 数学
総合的な

学習の時間

11:45-12:40 11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 技術・家庭 道徳科 4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 技術・家庭 道徳科

5 13:35-14:25 英語 理科 特別活動 技術・家庭 保健体育 5 13:35-14:25 社会 社会 特別活動 技術・家庭 保健体育

6 14:30-15:20 社会 数学 数学 保健体育 6 14:30-15:20 数学 理科 理科 保健体育

15:25-15:35 15:25-15:35

Aグループ３年　(準ずる教育課程）

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

8:40-8:45 8:40-8:45

8:45-9:00 8:45-9:00

1 9:05-9:55 社会 英語 理科 理科 数学 1 9:05-9:55 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導 日常生活の 指導

2 10:00-10:50 数学 理科 英語 国語
総合的な

学習の時間 2 10:00-10:50 自立活動 国語 数学 数学

3 10:55-11:45 国語 国語 社会 外国語
総合的な

学習の時間 3 10:55-11:45 国語 美術 音楽 国語

11:45-12:40 11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 美術 音楽 数学 道徳科 4 12:40-13:30 自立活動 作業学習 自立活動 自立活動 国語

5 13:35-14:25 理科 数学 特別活動 技術・家庭 保健体育 5 13:35-14:25 数学 作業学習 特別活動 職業家庭 保健体育

6 14:30-15:20 英語 社会 社会 保健体育 6 14:30-15:20 自立活動 自立活動 自立活動 保健体育

15:25-15:35 15:25-15:35

Ｃグループ　(自立活動を主とする教育課程）

月 火 水 木 金

8:40-8:45

8:45-9:00

1 9:05-9:55 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導 日常生活の指導

2 10:00-10:50 国語 数学 美術 保健体育 生活単元学習

3 10:55-11:45 自立活動 自立活動 美術 自立活動 生活単元学習

11:45-12:40

4 12:40-13:30 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

5 13:35-14:25 自立活動 自立活動 特別活動 音楽 自立活動

6 14:30-15:20 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

15:25-15:35

国語 書写 社会（地理） 社会（歴史） 社会（公民） 地図 数学 理科

三省堂 教育出版 帝国書院 東京書籍 日本文教 東京書籍 大日本 大日本

音楽（一般） 音楽（楽器合奏） 美術 保健体育 技・家（技術） 技・家（家庭） 英語

教育出版 教育芸術 日本文教 学研 開隆堂 教育図書 東京書籍

② 自立活動を主とする教育課程、知的障害を併せ有する生徒の教育課程の生徒
　　上記の教科書にかえて文部科学省著作教科書または学校教育法附則第９条の規定による一般教科書を適正に選定して配布する。

Aグループ２年　(準ずる教育課程）

（（55））中中学学部部のの使使用用教教科科書書

① 準ずる教育課程の生徒

教　　科

発行者

教　　科

発行者

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み 給食・昼休み

学級での指導 学級での指導

Ｂグループ (知的障害を併せ有する生徒の教育課程）

登校

学級での指導

登校

（（44））中中学学部部  時時間間割割（（令令和和６６年年度度））

Aグループ１年　(準ずる教育課程）

登校 登校

学級での指導 学級での指導

給食・昼休み

登校

学級での指導

給食・昼休み

総合的な

美術

総合的な

学習の

音楽

生活単
元学習

生活単
元学習

総合的な

学習の

時間

３ 高等部 
 

（１）高等部教育目標  
 

① 自分の障害を理解し、心身の健康の増進に努める。

② 自然や生命を大切にし、互いの人格を尊重する態度や協力の精神を身に付ける。 

③ 自分の考えや必要なことを相手に適切に伝える力を身につけ、社会性を高める。  

④ より自立した社会生活を目指し、必要な知識や技術を獲得する。  

⑤ 基礎学力を向上させ、主体的に物事を判断し、選択決定していく力を身に付ける。 

 

（２）指導に当たっての配慮事項  
 

① あらゆる指導場面をとらえて機能の向上、改善を図る。

② 生徒理解に努め、グループ編成、指導内容を工夫し、個別指導計画に基づいて、学力の充

実と個性の伸長を図る。  

③ 学習内容については、発達段階を考慮しながらも、生活年齢を重視し、具体的な課題を設

定する。  

④ 身辺生活の自立に努めさせるとともに、卒業後の生活に向けて、余暇の活用を工夫させる。 

⑤ 適切な進路を実現するために、実習、見学等体験学習の機会を設定し、進路相談を充実す

る。 

⑥ 教材教具の開発、ＩＣＴ機器の活用に努め、コミュニケーションをはじめとして、卒業後

の生活を見据えた指導の充実を図る。  

⑦ 個別の教育支援計画等に基づき、家庭や地域、関係機関との連携を密にし、卒業後に向け

て継続した支援の充実を図る。  

 

（３） 高等部訪問指導について

高等部の訪問指導は、小学部・中学部での訪問教育を基盤とし、該当グループの授業内容を参

考にしながら指導を進める。また、本人の体調や御家庭の御都合に合わせて登校の機会を設け、

学校で友達と一緒に授業や、行事に参加するなどのスクーリングを行う。  

（４）授業及びグループ編成について  
 

学級を基礎集団としながら、授業は課題別グループ編成を基本とする。高等部ではＡグループ

（高等学校に準ずる教育課程）、Ｂグループ（知的障害を併せ有する生徒の教育課程）、Ｃグル

ープ（自立活動を主とする教育課程）の３グループで構成し、さらに生徒の課題に応じて細かく

学習グループの編成を行っている。グループの編成にあたっては、①身体・健康面、②感覚・認

識・コミュニケーション面、③卒業後の生活像の３つの観点から、学習グループ毎に課題を設定

し、これを基に編成を行っている。
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 グループ 目        標 

 

 

  Ａ 

 

 

○高等学校に準じた学習内容を習得し、自ら課題を解決する力を身に付ける。 

○自分の障害を理解し、自らの心身の状態を把握しながら、健康で安全な日常生活が送れるようにな

る。 

○他者の価値観を受け入れ、適切な人間関係をつくることができるようになる。 

○社会における様々な活動に主体的に参加し、様々な情報技術を活用しながら、多様な職業観、進

学観を理解し、将来生活を設計していく力を身に付ける。 

 

 

  Ｂ 

 

○社会生活で必要な学習内容を習得し、生活の中で活かしていけるようになる。 

○相手の気持ちを理解しつつ、コミュニケーションがとれるようになる。 

○自分の障害の状況や体調等を把握し、自己管理ができるようになるとともに、正確に伝えたり依頼し

たりできるようになる。 

○将来の自立した生活を目指し、主体的に活動し、積極的に社会参加できる力をつける。 

 

 

  Ｃ 

 

 

○「見る」力を育て、目と手の協応動作の向上を図る。 
○情緒の安定を図り、「ことば・かず」の基礎的な力を獲得する。 
○筋緊張を整え、変形・拘縮の進行を緩め、健康を維持・増進させる。 
○相手からの働きを受け止めると共に、発声、身振り、表情等で自分の意思を相手にはっきり

と伝えられるようになる。 
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 グループ 目        標 

 

 

  Ａ 

 

 

○高等学校に準じた学習内容を習得し、自ら課題を解決する力を身に付ける。 

○自分の障害を理解し、自らの心身の状態を把握しながら、健康で安全な日常生活が送れるようにな

る。 

○他者の価値観を受け入れ、適切な人間関係をつくることができるようになる。 

○社会における様々な活動に主体的に参加し、様々な情報技術を活用しながら、多様な職業観、進

学観を理解し、将来生活を設計していく力を身に付ける。 

 

 

  Ｂ 

 

○社会生活で必要な学習内容を習得し、生活の中で活かしていけるようになる。 

○相手の気持ちを理解しつつ、コミュニケーションがとれるようになる。 

○自分の障害の状況や体調等を把握し、自己管理ができるようになるとともに、正確に伝えたり依頼し

たりできるようになる。 

○将来の自立した生活を目指し、主体的に活動し、積極的に社会参加できる力をつける。 

 

 

  Ｃ 

 

 

○「見る」力を育て、目と手の協応動作の向上を図る。 
○情緒の安定を図り、「ことば・かず」の基礎的な力を獲得する。 
○筋緊張を整え、変形・拘縮の進行を緩め、健康を維持・増進させる。 
○相手からの働きを受け止めると共に、発声、身振り、表情等で自分の意思を相手にはっきり

と伝えられるようになる。 

 

（５）高等部　時間割

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校 88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

1 99::0055--99::5555 歴史総合 地理総合 特別活動
ビジネス
入門

現代の国語 1 99::0055--99::5555 言語文化
英語コミュニケー

ションⅡ 特別活動 公共 情報Ⅱ

2 1100::0000--1100::5500 数学Ⅰ
科学と人間
生活

総合的な
探究の時間 保健 家庭基礎 2 1100::0000--1100::5500

英語コミュニケー
ションⅡ 数学Ⅱ

総合的な
探究の時間

言語文化 情報Ⅱ

3 1100::5555--1111::4455
英語コミュニケー

ションⅠ 数学Ⅰ
総合的な
探究の時間 歴史総合 家庭基礎 3 1100::5555--1111::4455 公共

日本史
探求

総合的な
探究の時間

英語コミュニケー
ションⅡ

英語コミュニケー
ションⅡ

1111::5500--1122::4400 1111::5500--1122::4400

4 1122::4400--1133::3300
科学と人間
生活

英語コミュニケー
ションⅠ 地理総合

産業社会と
人間

自立活動 4 1122::4400--1133::3300 化学基礎
PC基礎
演習

化学基礎
PC基礎
演習

自立活動

5 1133::3355--1144::2255 現代の国語 体育 数学Ⅰ
英語コミュニケー

ションⅠ 情報Ⅰ 5 1133::3355--1144::2255
ビジネス
入門

体育
日本史
探求

保健 美術Ⅰ

6 1144::3300--1155::2200 自立活動 体育 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 情報Ⅰ 6 1144::3300--1155::2200 自立活動 体育 音楽Ⅰ
産業社会と
人間

数学Ⅱ

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

月 火 水 木 金 月 火 水 木 公共

88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校 88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

1 99::0055--99::5555 小論文
英語コミュニ
ケーションⅡ 特別活動 数学Ⅱ PC演習 1 99::0055--99::5555

日常生活
の指導

日常生活
の指導

特別活動
日常生活
の指導

日常生活
の指導

2 1100::0000--1100::5500
日本史
探求

数学Ⅱ
総合的な
探究の時間

英語コミュニ
ケーションⅡ 論理国語 2 1100::0000--1100::5500 作業 自立活動

総合的な
探究の時間 家庭 職業

3 1100::5555--1111::4455 PC演習 自立活動
総合的な
探究の時間 論理国語 小論文 3 1100::5555--1111::4455 作業 国語

総合的な
探究の時間 家庭 職業

1111::5500--1122::4400 1111::5500--1122::4400

4 1122::4400--1133::3300 生物基礎
日本の伝
統文化

論理国語 美術Ⅱ 自立活動 4 1122::4400--1133::3300 数学 自立活動 自立活動
生活単元
学習

音楽

5 1133::3355--1144::2255 論理国語 体育 生物基礎 美術Ⅱ
日本史
探求

5 1133::3355--1144::2255
生活単元
学習

保健体育 国語 美術 数学

6 1144::3300--1155::2200
ビジネス
入門

体育
産業社会と
人間

体育
日本の伝
統文化

6 1144::3300--1155::2200 自立活動 保健体育 自立活動 自立活動 自立活動

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

ＣＣ１１ググルルーーププ　　((自自立立活活動動をを主主ととすするる教教育育課課程程）） ＣＣ２２ググルルーーププ　　((自自立立活活動動をを主主ととすするる教教育育課課程程））

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校 88::4400--88::4455 登校 登校 登校 登校 登校

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

88::4455--99::0000
学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

学級での
指導

1 99::0055--99::5555
日常生活
の指導

日常生活
の指導

特別活動
日常生活
の指導

日常生活
の指導

1 99::0055--99::5555
日常生活
の指導

日常生活
の指導

特別活動
日常生活
の指導

日常生活
の指導

2 1100::0000--1100::5500 国語 自立活動
生活単元
学習

自立活動 美術 2 1100::0000--1100::5500 美術 自立活動
生活単元
学習

数学 自立活動

3 1100::5555--1111::4455 自立活動 自立活動
生活単元
学習

保健体育 美術 3 1100::5555--1111::4455 美術 自立活動
生活単元
学習

自立活動 自立活動

1111::5500--1122::4400 1111::5500--1122::4400

4 1122::4400--1133::3300 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 4 1122::4400--1133::3300 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

5 1133::3355--1144::2255 自立活動 音楽 自立活動 数学 自立活動 5 1133::3355--1144::2255 自立活動 国語 音楽 保健体育 自立活動

6 1144::3300--1155::2200 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 6 1144::3300--1155::2200 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

国語 数学 理科 保健体育 外国語 家庭 情報
現代の国
語

地理総合 歴史総合 数学Ⅰ
科学と人間
生活

保健体育 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
英語コミュニ
ケーションⅠ

家庭基礎 情報Ⅰ

大修館 帝国 山川 数研 実教 第一 教芸 光村 三省堂 実教 東書

国語 地理歴史 公民 数学 理科 保健体育 外国語 情報

言語文化
日本史探
究

公共 数学Ⅱ 化学基礎 保健体育 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
英語コミュニ
ケーションⅡ

情報Ⅱ

大修館 実教 清水 第一 実教 第一 教芸 光村 三省堂 東書

国語 地理歴史 数学 理科 保健体育 芸術 外国語

論理国語
日本史探
究

数学Ⅱ 生物基礎 体育 美術Ⅱ
英語コミュニ
ケーションⅡ

大修館 実教 第一 東書 第一 光村 三省堂

教　科

３年科　目

発行者の略称

教　科

２年科　目

発行者の略称

発行者の略称

下校時刻

  ① 高等学校に準ずる教育課程の生徒

（ ６ ） 高等部の使用教科書

教　科

下校時刻

地理歴史

給食

芸術

下校時刻

給食

下校時刻

ＢＢググルルーーププ　　((知知的的障障害害をを併併せせ有有すするる生生徒徒のの教教育育課課程程））

給食 給食

科　目

下校時刻

芸術

    上記の教科書にかえて文部科学省著作教科書または学校教育法附則第９条の規定による一般教科書を適正に選定して配布する。

ＡＡ２２ググルルーーププ　　((準準ずずるる教教育育課課程程２２年年））ＡＡ１１ググルルーーププ　　((準準ずずるる教教育育課課程程１１年年））

  ② 自立活動を主とする教育課程、知的障害教育代替の教育課程の生徒

下校時刻

１年

給食

ＡＡ３３ググルルーーププ　　((準準ずずるる教教育育課課程程３３年年））

給食
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４ 訪問学級 
 

（１）訪問学級教育目標

① 障害や病気に立ち向かう意志や生きる喜びを育て、一人一人の可能性を伸ばす。

② 生活のリズムを作り、健康な心と身体をつくる。 

③ 学ぶ喜びを育て、学力の充実を図る。 

④ 生活経験を拡大し、人と関わり合う喜びや自ら関わろうとする力を育てる。（在宅訪問） 

 

（２）指導の重点と配慮事項

 

① 家庭や医療機関等との連携を図り、児童・生徒の健康と安全管理に努める。 

② 児童・生徒一人一人の学習環境及び学習課題に合わせた指導方法や教材教具の工夫をし、 

指導内容の充実を図る。

③ 健康状態が安定している児童・生徒については、スクーリングや学校行事等への参加を 

通して、集団活動の機会を増やしていく。（在宅訪問） 

④ 家庭・病院との信頼関係を築き、児童・生徒の可能性を伸ばすための、よりよい教育環 

境を整える。（病院訪問） 

 

（３）学級の現状 （令和６年５月１日現在） 

 

 小小 学学 部部 中中 学学 部部 高高 等等 部部

学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ １ ２ ３ 合計

在 宅 １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ４ ０ １ ０ １０

病 院 ０ ０ ０ １ ２ １ ４ ７ １０ ０ ０ ０ ２５

合 計 １ ０ ０ ２ ２ ２ ５ ８ １４ ０ １ ０ ３５

 

（４）学習の形態及び指導内容

① 在宅訪問：担任が家庭を訪問し、個々の課題に応じた学習を行う。健康状態や登校手段

等の諸条件を整え、登校して通学籍の児童・生徒と共に授業を受ける機会（スクーリン

グ）を積極的に設けたり、オンラインでの授業参加の機会を活用するようにする。

② 病院訪問：入院中の児童・生徒に対して、担任が病院を訪問して医療との連携の下に学

習を行う。健康状態や医療機関の状況によって、学習室、面接室、カンファレンスルー

ム、図書室等で指導する。病弱教育支援員は児童・生徒の個別学習を支援する。
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４ 訪問学級 
 

（１）訪問学級教育目標

① 障害や病気に立ち向かう意志や生きる喜びを育て、一人一人の可能性を伸ばす。

② 生活のリズムを作り、健康な心と身体をつくる。 

③ 学ぶ喜びを育て、学力の充実を図る。 

④ 生活経験を拡大し、人と関わり合う喜びや自ら関わろうとする力を育てる。（在宅訪問） 

 

（２）指導の重点と配慮事項

 

① 家庭や医療機関等との連携を図り、児童・生徒の健康と安全管理に努める。 

② 児童・生徒一人一人の学習環境及び学習課題に合わせた指導方法や教材教具の工夫をし、 

指導内容の充実を図る。

③ 健康状態が安定している児童・生徒については、スクーリングや学校行事等への参加を 

通して、集団活動の機会を増やしていく。（在宅訪問） 

④ 家庭・病院との信頼関係を築き、児童・生徒の可能性を伸ばすための、よりよい教育環 

境を整える。（病院訪問） 

 

（３）学級の現状 （令和６年５月１日現在） 

 

 小小 学学 部部 中中 学学 部部 高高 等等 部部

学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ １ ２ ３ 合計

在 宅 １ ０ ０ １ ０ １ １ １ ４ ０ １ ０ １０

病 院 ０ ０ ０ １ ２ １ ４ ７ １０ ０ ０ ０ ２５

合 計 １ ０ ０ ２ ２ ２ ５ ８ １４ ０ １ ０ ３５

 

（４）学習の形態及び指導内容

① 在宅訪問：担任が家庭を訪問し、個々の課題に応じた学習を行う。健康状態や登校手段

等の諸条件を整え、登校して通学籍の児童・生徒と共に授業を受ける機会（スクーリン

グ）を積極的に設けたり、オンラインでの授業参加の機会を活用するようにする。

② 病院訪問：入院中の児童・生徒に対して、担任が病院を訪問して医療との連携の下に学

習を行う。健康状態や医療機関の状況によって、学習室、面接室、カンファレンスルー

ム、図書室等で指導する。病弱教育支援員は児童・生徒の個別学習を支援する。

 

（５）教育条件（訪問回数と指導形態）

 

① 在宅訪問：週に３回、１回２時間程度、担任・指導担当者による個別指導の設定を基本

とする。人と関わり合う機会の保障、自立活動（身体の取り組み）の指導充実を図るため、

児童・生徒の実態に応じて所属学部・学年・グループの教員、自立活動担当教員等との同行

訪問を計画する。また感染症流行期には、児童・生徒の健康を守るため、家庭と相談の上オ

ンラインでの授業へ切り替え、安心・安全な方法で学習機会を保障する。

② 病院訪問：週に３～４単位時間（小学部４５分・中学部５０分）程度、教科担当者による個

別指導の設定を基本とする。病弱教育支援員は児童・生徒の個別学習を支援する。
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月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 月 11 水
安全指導日・安全点検
内科検診②（小）　９:３０～

〇 Ａ 11 土

22 火 22 木 歯科検診①（小）　９：３０～ 〇 Ｄ 22 日

33 水 33 金 憲法記念日 33 月
安全指導日・安全点検
読書月間(始)(～28日)　摂食相談
高Bグループ第Ⅰ期進路学習週間校内実習(始)

〇 Ａ

44 木 44 土 みどりの日 44 火 個別研修 〇 Ｄ

55 金 春季休業日(終) 55 日 こどもの日 55 水 高C１グループ校外学習 〇 Ａ

66 土 66 月 振替休日 66 木 歯科欠席者診　１０:００～ 〇 Ｄ

77 日 77 火
高等部第Ⅰ期現場実習(始)
個別研修
身体計測予備日

〇 Ｄ 77 金
個別研修
高Bグループ第Ⅰ期進路学習週間校内実習(終)

〇 Ａ

88 月
始業式（全校11：30下校）
病院訪問学級始業式13：00

× Ｃ 88 水 内科欠席者診　１０:００～ 〇 Ａ 88 土

99 火
小・中入学式
高２・３短縮（全校11：30下校）

× Ｃ 99 木
月曜時程(小学部PMは通常時程)
歯科検診②（中・高）９：３０～

〇 Ｄ 99 日

1100 水

高入学式
小・中短縮（全校11：30下校）
安全指導日・安全点検

× Ｃ 1100 金 〇 Ａ 1100 月
中A・高A病院訪問期末考査（始）（～14日）
水泳指導（始）
教育実習①(始)

〇 Ａ

1111 木

給食（始）
小１短縮（小１・11：30下校）（中）身体計測
放課後等デイサービス事業所説明会(PM)

〇 Ｄ 1111 土 1111 火
整形診察
小高プール①
第１回交流教育連絡会13:30-15:30

〇 Ｄ

1122 金
小１短縮（小１・11：30下校）
（高）身体計測

〇 Ａ 1122 日 1122 水 高プール① 〇 Ａ

1133 土 1133 月
①心臓・結核検診
医療的ケア保護者会①

〇 Ａ 1133 木
個別研修
中プール①

〇 Ｄ

1144 日 1144 火 整形診察 〇 Ｄ 1144 金
中A・高A病院訪問期末考査（終）
小低プール①

〇 Ａ

1155 月
小１短縮（小１・11：30下校）
（中・高）視力・聴力検査

〇 Ａ 1155 水
②心臓・結核検診（予備日）
尿検査２次（１日目）

〇 Ａ 1155 土 部活

1166 火

小１短縮（小１・11：30下校）
全校・スクールバス・学部保護者会(小・中・高)
新入生転入生保護者会　小６移動教室説明会
中3修学旅行説明会

〇 Ｄ 1166 木
第１回お花植え学習　　不審者対応訓練(PM)
整形診察　　個別研修
尿検査２次（２日目）

〇 Ｄ 1166 日

1177 水
小1給食（始）
（小低）身体計測

〇 Ａ 1177 金 小児神経科診（AM） 〇 Ａ 1177 月 中プール② 〇 Ａ

1188 木

整形診察
令和６年度全国学力・学習状況調査(小６・中３)
(小)入学を祝う会
個別研修

〇 Ｄ 1188 土 1188 火
小高プール②
高２進路見学(ゴールドマンサックス)
個別研修 日野三小交流（小）（PM）

〇 Ｄ

1199 金
地震避難訓練(AM)
小児神経科診（AM)

〇 Ａ 1199 日 1199 水 高プール② 〇 Ａ

2200 土 2200 月
個別研修　　摂食相談
小６宿泊前検診　１３:００～

〇 Ａ 2200 木
整形診察
小４・５　校外学習

〇 Ｄ

2211 日 2211 火 耳鼻科欠席者診13:30～ 〇 Ｄ 2211 金
小児神経科診（AM）
教育実習①(終)
小低プール②

〇 Ａ

2222 月
個別面談週間（始）　摂食相談
（小）視力・聴力検査

〇 Ａ 2222 水 火災避難訓練(AM) 〇 Ａ 2222 土 部活

2233 火
全校短縮（全校13：50下校）
整形診察　尿検査１次（１日目）
（小高）身体計測

〇 Ｂ 2233 木 小６　移動教室１日目 〇 Ｄ 2233 日

2244 水
尿検査１次（２日目）
内科検診①（中・高）　９:３０～
中 新入生歓迎会（PM）

〇 Ａ 2244 金 小６　移動教室２日目 〇 Ａ 2244 月
中３宿泊前検診　１３:００～
小低プール③
個別研修

〇 Ａ

2255 木
全校短縮（全校13：50下校）
視力・聴力検査予備日

〇 Ｂ 2255 土 2255 火
地震避難訓練(PM)
小高プール③

〇 Ｄ

2266 金
個別面談週間（終）中高短縮（全校13：50下校）　眼
科検診①（全校）９：３０～(仮)
はたらく消防の写生会(小)

〇 Ｂ 2266 日 2266 水 高プール③ 〇 Ａ

2277 土 2277 月 〇 Ａ 2277 木 中３修学旅行1日目 〇 Ｄ

2288 日 2288 火 個別研修 〇 Ｄ 2288 金
読書月間(終)
中３修学旅行２日目

〇 Ａ

2299 月 昭和の日 2299 水 尿検査予備日　第1回学校運営連絡協議会（AM） 〇 Ａ 2299 土

3300 火
耳鼻科検診（全校）９：３０～
PTA総会（AM)

〇 Ｄ 3300 木 眼科欠席者診　１３:４５～ 〇 Ｄ 3300 日

3311 金
高C2グループ校外学習
第1回運行管理者が開催する定期的な会合

〇 Ａ

授業 授業 授業

給食 給食 給食

SB Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

ｰ 39 -

13(小１：9) 21 20

16(小1・中1:15 高1:14) 21 20

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((１１))

５　年間行事予定表
44 55 66
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月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 月 11 水
安全指導日・安全点検
内科検診②（小）　９:３０～

〇 Ａ 11 土

22 火 22 木 歯科検診①（小）　９：３０～ 〇 Ｄ 22 日

33 水 33 金 憲法記念日 33 月
安全指導日・安全点検
読書月間(始)(～28日)　摂食相談
高Bグループ第Ⅰ期進路学習週間校内実習(始)

〇 Ａ

44 木 44 土 みどりの日 44 火 個別研修 〇 Ｄ

55 金 春季休業日(終) 55 日 こどもの日 55 水 高C１グループ校外学習 〇 Ａ

66 土 66 月 振替休日 66 木 歯科欠席者診　１０:００～ 〇 Ｄ

77 日 77 火
高等部第Ⅰ期現場実習(始)
個別研修
身体計測予備日

〇 Ｄ 77 金
個別研修
高Bグループ第Ⅰ期進路学習週間校内実習(終)

〇 Ａ

88 月
始業式（全校11：30下校）
病院訪問学級始業式13：00

× Ｃ 88 水 内科欠席者診　１０:００～ 〇 Ａ 88 土

99 火
小・中入学式
高２・３短縮（全校11：30下校）

× Ｃ 99 木
月曜時程(小学部PMは通常時程)
歯科検診②（中・高）９：３０～

〇 Ｄ 99 日

1100 水

高入学式
小・中短縮（全校11：30下校）
安全指導日・安全点検

× Ｃ 1100 金 〇 Ａ 1100 月
中A・高A病院訪問期末考査（始）（～14日）
水泳指導（始）
教育実習①(始)

〇 Ａ

1111 木

給食（始）
小１短縮（小１・11：30下校）（中）身体計測
放課後等デイサービス事業所説明会(PM)

〇 Ｄ 1111 土 1111 火
整形診察
小高プール①
第１回交流教育連絡会13:30-15:30

〇 Ｄ

1122 金
小１短縮（小１・11：30下校）
（高）身体計測

〇 Ａ 1122 日 1122 水 高プール① 〇 Ａ

1133 土 1133 月
①心臓・結核検診
医療的ケア保護者会①

〇 Ａ 1133 木
個別研修
中プール①

〇 Ｄ

1144 日 1144 火 整形診察 〇 Ｄ 1144 金
中A・高A病院訪問期末考査（終）
小低プール①

〇 Ａ

1155 月
小１短縮（小１・11：30下校）
（中・高）視力・聴力検査

〇 Ａ 1155 水
②心臓・結核検診（予備日）
尿検査２次（１日目）

〇 Ａ 1155 土 部活

1166 火

小１短縮（小１・11：30下校）
全校・スクールバス・学部保護者会(小・中・高)
新入生転入生保護者会　小６移動教室説明会
中3修学旅行説明会

〇 Ｄ 1166 木
第１回お花植え学習　　不審者対応訓練(PM)
整形診察　　個別研修
尿検査２次（２日目）

〇 Ｄ 1166 日

1177 水
小1給食（始）
（小低）身体計測

〇 Ａ 1177 金 小児神経科診（AM） 〇 Ａ 1177 月 中プール② 〇 Ａ

1188 木

整形診察
令和６年度全国学力・学習状況調査(小６・中３)
(小)入学を祝う会
個別研修

〇 Ｄ 1188 土 1188 火
小高プール②
高２進路見学(ゴールドマンサックス)
個別研修 日野三小交流（小）（PM）

〇 Ｄ

1199 金
地震避難訓練(AM)
小児神経科診（AM)

〇 Ａ 1199 日 1199 水 高プール② 〇 Ａ

2200 土 2200 月
個別研修　　摂食相談
小６宿泊前検診　１３:００～

〇 Ａ 2200 木
整形診察
小４・５　校外学習

〇 Ｄ

2211 日 2211 火 耳鼻科欠席者診13:30～ 〇 Ｄ 2211 金
小児神経科診（AM）
教育実習①(終)
小低プール②

〇 Ａ

2222 月
個別面談週間（始）　摂食相談
（小）視力・聴力検査

〇 Ａ 2222 水 火災避難訓練(AM) 〇 Ａ 2222 土 部活

2233 火
全校短縮（全校13：50下校）
整形診察　尿検査１次（１日目）
（小高）身体計測

〇 Ｂ 2233 木 小６　移動教室１日目 〇 Ｄ 2233 日

2244 水
尿検査１次（２日目）
内科検診①（中・高）　９:３０～
中 新入生歓迎会（PM）

〇 Ａ 2244 金 小６　移動教室２日目 〇 Ａ 2244 月
中３宿泊前検診　１３:００～
小低プール③
個別研修

〇 Ａ

2255 木
全校短縮（全校13：50下校）
視力・聴力検査予備日

〇 Ｂ 2255 土 2255 火
地震避難訓練(PM)
小高プール③

〇 Ｄ

2266 金
個別面談週間（終）中高短縮（全校13：50下校）　眼
科検診①（全校）９：３０～(仮)
はたらく消防の写生会(小)

〇 Ｂ 2266 日 2266 水 高プール③ 〇 Ａ

2277 土 2277 月 〇 Ａ 2277 木 中３修学旅行1日目 〇 Ｄ

2288 日 2288 火 個別研修 〇 Ｄ 2288 金
読書月間(終)
中３修学旅行２日目

〇 Ａ

2299 月 昭和の日 2299 水 尿検査予備日　第1回学校運営連絡協議会（AM） 〇 Ａ 2299 土

3300 火
耳鼻科検診（全校）９：３０～
PTA総会（AM)

〇 Ｄ 3300 木 眼科欠席者診　１３:４５～ 〇 Ｄ 3300 日

3311 金
高C2グループ校外学習
第1回運行管理者が開催する定期的な会合

〇 Ａ

授業 授業 授業

給食 給食 給食

SB Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

ｰ 39 -

13(小１：9) 21 20

16(小1・中1:15 高1:14) 21 20

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((１１))

５　年間行事予定表
44 55 66 月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 月
安全指導日・安全点検
(中)体重測定
小低プール④

〇 Ａ 11 木
開放プール⑤
第一回ボランティア実践講座９：３０－１２：３０

11 日

22 火
小高プール④
個別研修
高１宿泊防災訓練説明会

〇 Ｄ 22 金 22 月
始業式　(全校11：30下校)
病院訪問学級始業式13:00
安全指導日・安全点検

× Ｃ

33 水
高プール④
(小低)体重測定

〇 Ａ 33 土 33 火
給食(始)
小高プール⑥
高等部第Ⅱ期現場実習(始)

〇 Ｄ

44 木
（小１）歯科保健指導9:00～11:30
中プール③

〇 Ｄ 44 日 44 水 高プール⑦ 〇 Ａ

55 金 学校公開①(地域及び関係者向け) 〇 Ａ 55 月 55 木 中プール⑥     高２・３修学旅行説明会 〇 Ｄ

66 土 土曜参観 〇 Ａ 66 火 66 金
小児神経科診・個別研修（AM)
小低プール⑥

〇 Ａ

77 日 77 水 77 土 部活

88 月 振替休日 88 木 88 日

99 火
整形診察
小高プール⑤
（高）体重測定

〇 Ｄ 99 金 学校閉庁日① 99 月
小低プール⑦
高１宿泊前検診　１３:００～
教育実習②③(始)　　摂食相談

〇 Ａ

1100 水
高プール⑤
（小高）体重測定
第1回学校開放事業運営連絡会13：30～14：00

〇 Ａ 1100 土 1100 火
整形診察
小高プール⑦

〇 Ｄ

1111 木
火災避難訓練(PM)
中プール④
個別研修(仮)

〇 Ｄ 1111 日 山の日 1111 水 〇 Ａ

1122 金
小児神経科診・個別研修（PM)
小低プール⑤

〇 Ａ 1122 月 振替休日 1122 木
中プール⑦　水泳指導(終)
個別研修(仮)

〇 Ｄ

1133 土 部活 1133 火 学校閉庁日② 1133 金
高1宿泊防災訓練、総合防災訓練
第２回防災教育推進委員会（PM)

〇 Ａ

1144 日 1144 水 学校閉庁日③ 1144 土 高１宿泊防災訓練～8:30

1155 月 海の日 1155 木 学校閉庁日④ 1155 日

1166 火 〇 Ｄ 1166 金 学校閉庁日⑤ 1166 月 敬老の日

1177 水 高プール⑥ 〇 Ａ 1177 土 1177 火 （中）体重測定 〇 Ｄ

1188 木

給食（終）
整形診察
中プール⑤
個別研修　　高等部第Ⅰ期現場実習(終)

〇 Ｄ 1188 日 1188 水
（小高）体重測定
中C１②ｸﾞﾙｰﾌﾟ 校外学習

〇 Ａ

1199 金
終業式　(全校11：30下校)
病院訪問学級終業式13：00

× Ｃ 1199 月 　 1199 木
整形診察
個別研修

〇 Ｄ

2200 土 PTA夏まつり 2200 火 2200 金
（小低）体重測定
中Bグループ 校外学習

〇 Ａ

2211 日 夏季休業日（始） 2211 水 個別面談週間(始)(～27日) 2211 土 部活

2222 月 夏季プール① × Ｃ 2222 木  2222 日 秋分の日

2233 火 夏季プール② × Ｃ 2233 金 　 2233 月 振替休日

2244 水 夏季プール③ × Ｃ 2244 土 2244 火
月曜時程(小学部PMは通常時程)
病院訪問個別面談期間（始）
（高）体重測定　個別研修　教育実習②(終)

〇 Ｄ

2255 木 夏季プール④ × Ｃ 2255 日 　 2255 水 八王子一中交流１３：１５－１４：４５ 〇 Ａ

2266 金
開放プール①
防災講演会(ＡＭ)
第1回防災教育推進委員会（PM)

2266 月 2266 木 小１・２　校外学習 〇 Ｄ

2277 土 2277 火 個別面談週間(終) 2277 金 中C１①ｸﾞﾙｰﾌﾟ 校外学習 〇 Ａ

2288 日 2288 水   2288 土

2299 月 開放プール② 2299 木 2299 日

3300 火 開放プール③ 3300 金 3300 月
病院訪問個別面談期間（終）
高２・３宿泊前検診１３:００～
個別研修

〇 Ａ

3311 水 開放プール④ 3311 土 夏季休業日(終)

授業 授業 授業

給食 給食 給食 18

Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

ｰ 40 -

13 0

19

高等部授業見学・事前相談(11月末まで随時)
お話し会(小低・中Ｃ)

第２回ボランティア講座（部活がある土曜日）
八重幡典子氏によるお話会（小学部）　せんべいの紙芝居（中・高C）

14 0

99

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((２２))
77 88

－ 40 －



月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 火 都民の日 11 金
開校記念日(休業日)

11 日

22 水
読書月間(始)(～10月31日)
安全指導日・安全点検
教育実習③(終)

〇 Ａ 22 土 22 月
安全指導日・安全点検　（小低）体重測定
摂食相談
高Bグループ第Ⅱ期進路学習週間校内実習(始)

〇 Ａ

33 木 高２・３修学旅行１日目 〇 Ｄ 33 日 文化の日 33 火
セーフティ教室
個別研修

〇 Ｄ

44 金
個別研修
高２・３修学旅行２日目

〇 Ａ 44 月 振替休日 44 水 （小高）体重測定 〇 Ａ

55 土 第8回CACカップ学生ボッチャ交流戦 55 火
安全指導日・安全点検
高１進路見学(パークレイズ証券株式会社)

〇 Ｄ 55 木 （中１）歯科保健指導②9:00～11:30 〇 Ｄ

66 日 66 水 〇 Ａ 66 金
学校公開②(地域及び関係者向け)
道徳授業地区公開講座
高Bグループ第Ⅱ期進路学習週間校内実習(終)

〇 Ａ

77 月 〇 Ａ 77 木 全校短縮（全校13：50下校） 〇 Ｂ 77 土

88 火
整形診察
中学部Ｃ２グループ　校外学習

〇 Ｄ 88 金 八東祭1日目(全校13：50下校) 〇 Ｂ 88 日

99 水 中２移動教室説明会 〇 Ａ 99 土 八東祭2日目(全校15：40下校) 〇 Ｄ 99 月
全校授業参観週間(始)(～13日)
芸術鑑賞教室（AM)

〇 Ａ

1100 木 個別研修 〇 Ｄ 1100 日 1100 火 整形診察 〇 Ｄ

1111 金 〇 Ａ 1111 月 振替休日 1111 水 (中)体重測定 〇 Ａ

1122 土 1122 火
整形診察
教育実習④(始)

〇 Ｄ 1122 木 個別研修 〇 Ｄ

1133 日 1133 水
月曜時程(小学部PMは通常時程)
第2回運行管理者が開催する定期的な会合

〇 Ａ 1133 金
小児神経科診・個別研修（PM)
都立八王子東高等学校交流会(高等部）
全校授業参観週間(終)

〇 Ａ

1144 月 スポーツの日 1144 木 〇 Ｄ 1144 土 部活

1155 火 小３　校外学習 〇 Ｄ 1155 金 小児神経科診・個別研修（AM) 〇 Ａ 1155 日

1166 水 手洗い指導(AM) 〇 Ａ 1166 土 部活 1166 月 〇 Ａ

1177 木
月曜時程(小学部PMは通常時程)
整形診察
個別研修

〇 Ｄ 1177 日 1177 火 地震避難訓練(PM) 〇 Ｄ

1188 金
小児神経科診・個別研修（AM)
中Aグループ 校外学習

〇 Ａ 1188 月
中２宿泊前検診１３:００～
摂食相談
個別研修

〇 Ａ 1188 水 〇 Ａ

1199 土 1199 火 第２回お花植え学習(AM) 〇 Ｄ 1199 木 整形診察 〇 Ｄ

2200 日 2200 水
第2回学校運営連絡協議会（PM）
学校サポートチーム①

〇 Ａ 2200 金 〇 Ａ

2211 月 摂食相談 〇 Ａ 2211 木
個別研修　整形診察
中２移動教室１日目

〇 Ｄ 2211 土

2222 火 〇 Ｄ 2222 金 中２移動教室２日目 〇 Ａ 2222 日

2233 水
多摩こばと保育園との合同地震避難訓練(AM)
学校保健委員会13：30

〇 Ａ 2233 土 勤労感謝の日 2233 月 個別研修 〇 Ａ

2244 木 個別研修 〇 Ｄ 2244 日 2244 火
給食(終)
高等部第Ⅱ期現場実習(終)

〇 Ｄ

2255 金 〇 Ａ 2255 月
中A・高A病院訪問期末考査（始）（～29日）
教育実習④(終)

〇 Ａ 2255 水
終業式　(全校11：30下校)
病院訪問学級終業式13:00

× Ｃ

2266 土 2266 火
個別研修
第3回八美展（品評会）

〇 Ｄ 2266 木 冬季休業日(始)

2277 日 2277 水
火災避難訓練(AM)
（高）体重測定

〇 Ａ 2277 金

2288 月 〇 Ａ 2288 木 （中１）歯科保健指導①9:00～11:30 〇 Ｄ 2288 土

2299 火 〇 Ｄ 2299 金
中A・高A病院訪問期末考査（終）
高Bグループ校外学習

〇 Ａ 2299 日

3300 水 〇 Ａ 3300 土 部活 3300 月

3311 木 読書月間(終) 〇 Ｄ 3311 火

授業 授業 授業

給食 給食 給食

SB

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((３３))

Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

21 19 18

1100 1111 1122

日野七小交流(小)　　病院訪問高尾山登山 日野四中交流会(11月下旬) お話会(多摩図書館等)小高

ｰ 41 -

21 19 17

－ 41 －



月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 火 都民の日 11 金
開校記念日(休業日)

11 日

22 水
読書月間(始)(～10月31日)
安全指導日・安全点検
教育実習③(終)

〇 Ａ 22 土 22 月
安全指導日・安全点検　（小低）体重測定
摂食相談
高Bグループ第Ⅱ期進路学習週間校内実習(始)

〇 Ａ

33 木 高２・３修学旅行１日目 〇 Ｄ 33 日 文化の日 33 火
セーフティ教室
個別研修

〇 Ｄ

44 金
個別研修
高２・３修学旅行２日目

〇 Ａ 44 月 振替休日 44 水 （小高）体重測定 〇 Ａ

55 土 第8回CACカップ学生ボッチャ交流戦 55 火
安全指導日・安全点検
高１進路見学(パークレイズ証券株式会社)

〇 Ｄ 55 木 （中１）歯科保健指導②9:00～11:30 〇 Ｄ

66 日 66 水 〇 Ａ 66 金
学校公開②(地域及び関係者向け)
道徳授業地区公開講座
高Bグループ第Ⅱ期進路学習週間校内実習(終)

〇 Ａ

77 月 〇 Ａ 77 木 全校短縮（全校13：50下校） 〇 Ｂ 77 土

88 火
整形診察
中学部Ｃ２グループ　校外学習

〇 Ｄ 88 金 八東祭1日目(全校13：50下校) 〇 Ｂ 88 日

99 水 中２移動教室説明会 〇 Ａ 99 土 八東祭2日目(全校15：40下校) 〇 Ｄ 99 月
全校授業参観週間(始)(～13日)
芸術鑑賞教室（AM)

〇 Ａ

1100 木 個別研修 〇 Ｄ 1100 日 1100 火 整形診察 〇 Ｄ

1111 金 〇 Ａ 1111 月 振替休日 1111 水 (中)体重測定 〇 Ａ

1122 土 1122 火
整形診察
教育実習④(始)

〇 Ｄ 1122 木 個別研修 〇 Ｄ

1133 日 1133 水
月曜時程(小学部PMは通常時程)
第2回運行管理者が開催する定期的な会合

〇 Ａ 1133 金
小児神経科診・個別研修（PM)
都立八王子東高等学校交流会(高等部）
全校授業参観週間(終)

〇 Ａ

1144 月 スポーツの日 1144 木 〇 Ｄ 1144 土 部活

1155 火 小３　校外学習 〇 Ｄ 1155 金 小児神経科診・個別研修（AM) 〇 Ａ 1155 日

1166 水 手洗い指導(AM) 〇 Ａ 1166 土 部活 1166 月 〇 Ａ

1177 木
月曜時程(小学部PMは通常時程)
整形診察
個別研修

〇 Ｄ 1177 日 1177 火 地震避難訓練(PM) 〇 Ｄ

1188 金
小児神経科診・個別研修（AM)
中Aグループ 校外学習

〇 Ａ 1188 月
中２宿泊前検診１３:００～
摂食相談
個別研修

〇 Ａ 1188 水 〇 Ａ

1199 土 1199 火 第２回お花植え学習(AM) 〇 Ｄ 1199 木 整形診察 〇 Ｄ

2200 日 2200 水
第2回学校運営連絡協議会（PM）
学校サポートチーム①

〇 Ａ 2200 金 〇 Ａ

2211 月 摂食相談 〇 Ａ 2211 木
個別研修　整形診察
中２移動教室１日目

〇 Ｄ 2211 土

2222 火 〇 Ｄ 2222 金 中２移動教室２日目 〇 Ａ 2222 日

2233 水
多摩こばと保育園との合同地震避難訓練(AM)
学校保健委員会13：30

〇 Ａ 2233 土 勤労感謝の日 2233 月 個別研修 〇 Ａ

2244 木 個別研修 〇 Ｄ 2244 日 2244 火
給食(終)
高等部第Ⅱ期現場実習(終)

〇 Ｄ

2255 金 〇 Ａ 2255 月
中A・高A病院訪問期末考査（始）（～29日）
教育実習④(終)

〇 Ａ 2255 水
終業式　(全校11：30下校)
病院訪問学級終業式13:00

× Ｃ

2266 土 2266 火
個別研修
第3回八美展（品評会）

〇 Ｄ 2266 木 冬季休業日(始)

2277 日 2277 水
火災避難訓練(AM)
（高）体重測定

〇 Ａ 2277 金

2288 月 〇 Ａ 2288 木 （中１）歯科保健指導①9:00～11:30 〇 Ｄ 2288 土

2299 火 〇 Ｄ 2299 金
中A・高A病院訪問期末考査（終）
高Bグループ校外学習

〇 Ａ 2299 日

3300 水 〇 Ａ 3300 土 部活 3300 月

3311 木 読書月間(終) 〇 Ｄ 3311 火

授業 授業 授業

給食 給食 給食

SB

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((３３))

Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

21 19 18

1100 1111 1122

日野七小交流(小)　　病院訪問高尾山登山 日野四中交流会(11月下旬) お話会(多摩図書館等)小高

ｰ 41 -

21 19 17

月 月 月

日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB 日 曜日 行　事 給食 SB

11 水 元日 11 土 11 土

22 木 22 日 22 日

33 金 33 月

安全指導日・安全点検　POP展示会（～28日）
（中）体重測定
第3回学校運営連絡協議会（PM）
学校サポートチーム②

〇 Ａ 33 月
安全指導日・安全点検
個別面談週間(終）
第3回運行管理者が開催する定期的な会合（AM)

〇 Ａ

44 土 44 火 第2回学校開放事業運営委員会13：30～14：00 〇 Ｄ 44 火
火災避難訓練(PM)
個別研修

〇 Ｄ

55 日 55 水 （高）体重測定 〇 Ａ 55 水
全校・学部・スクールバス保護者会
医療的ケア保護者会②

〇 Ａ

66 月 　 66 木 中学部一日入学（※中短縮13：50下校） 〇
Ａ
※

66 木 全校集会(表彰)(ＰＭ) 〇 Ｄ

77 火 冬季休業日(終) 77 金 個別研修 〇 Ａ 77 金
小児神経科診・個別研修 （AM)
(小)６年生を送る会

〇 Ａ

88 水
始業式(全校11：30下校)
病院訪問学級始業式13:00
安全指導日・安全点検

× Ｃ 88 土 部活 88 土

99 木
給食(始)
高等部第Ⅲ期現場実習(始)

〇 Ｄ 99 日 99 日

1100 金 新春の集い(小) 〇 Ａ 1100 月 (小低）体重測定 〇 Ａ 1100 月 個別研修 〇 Ａ

1111 土 部活 1111 火 建国記念の日 1111 火
整形診察

〇 Ｄ

1122 日 1122 水 （小高）体重測定 〇 Ａ 1122 水
高卒業式予行
(中)3年生を送る会（PM）

〇 Ａ

1133 月 成人の日 1133 木
中A・高A病院訪問期末考査（始）（～19日）
個別研修

〇 Ｄ 1133 木
整形診察
個別研修(PM)

〇 Ｄ

1144 火 整形診察 〇 Ｄ 1144 金 (小学部一日入学)(※小短縮11：30下校) 〇
Ａ
※

1144 金 中卒業式予行 〇 Ａ

1155 水 月曜時程(小学部PMは通常時程) 〇 Ａ 1155 土 第36回東京都ハンドサッカー大会 1155 土

1166 木
整形診察
(高３)歯科保健指導9:00～11:30

〇 Ｄ 1166 日 1166 日

1177 金
公開研究会
中高短縮(全校13:50下校)

〇 Ｂ 1177 月 摂食相談 〇 Ａ 1177 月 小卒業式予行 〇 Ａ

1188 土 部活 1188 火 〇 Ｄ 1188 火
給食(終)
個別研修
高等部第Ⅲ期現場実習(終)

〇 Ｄ

1199 日 1199 水 中A・高A病院訪問期末考査（終） 〇 Ａ 1199 水
高等部卒業式
小中短縮(全校11：30下校)

× Ｃ

2200 月
個別研修　　摂食相談
教育実習⑤(始)

〇 Ａ 2200 木
整形診察
個別研修
第2回交流教育連絡会13：00～15：00

〇 Ｄ 2200 木 春分の日

2211 火 火災避難訓練(AM) 〇 Ｄ 2211 金
竜巻避難訓練(AM)
小児神経科診・個別研修（AM)

〇 Ａ 2211 金
中学部卒業式
高１・２、小短縮(全校11：30下校)

× Ｃ

2222 水 〇 Ａ 2222 土 2222 土

2233 木 〇 Ｄ 2233 日 天皇誕生日 2233 日

2244 金
八東スポーツ大会(ボッチャフェスタ)
小児神経科診察・個別研修（PM)

〇 Ａ 2244 月 振替休日 2244 月
小学部卒業式
中１・２、高１・２短縮(全校11：30下校)

× Ｃ

2255 土 2255 火
個別面談週間(始)(～3/3)
整形診察
全校短縮（全校13：50下校）

〇 Ｂ 2255 火
修了式(全校11：30下校)
病院訪問修了式13:00

× Ｃ

2266 日 2266 水
高等部成年の主張/3年生を送る会(AM)
学校保健委員会13：30

〇 Ａ 2266 水

春季休業日(始)(～4/5)

2277 月 〇 Ａ 2277 木 全校短縮（全校13：50下校） 〇 Ｂ 2277 木

2288 火
小学部学校間交流（八王子市立第八小学校）
個別研修

〇 Ｄ 2288 金
POP展示会（終）
中高短縮13：50下校

〇 Ｂ 2288 金

2299 水 〇 Ａ 2299 土

3300 木 〇 Ｄ 3300 日

3311 金 教育実習⑤(終) 〇 Ａ 3311 月

授業 授業 授業

給食 給食 給食

令令和和６６年年度度　　年年間間行行事事予予定定表表((４４))

Ａ：通常　Ｂ：全校13：50下校　Ｃ：全校11：30下校　Ｄ：全校15：40下校　

高等部入学手続き期間終（10：00～15：00）

11 22 33

高等部入学相談日　　芸術鑑賞教室 高等部入学許可予定者発表(高等部入学手続き期間始10：00～15：00)

17 18

12

16(小6:15 中3:14 高3:13)

ｰ 42 -

16 18

－ 42 －



6  スクールバス運行状況

恩方 川口 西八王子 長房 富士森 片倉 平山 百草園 日野 北野 長沼 七国 みなみ野 石川 陣馬

7:50 7:30 7:25 7:40 7:30 7:30 7:50 7:50 7:48 7:35 7:45 7:37 7:35 7:40 7:30

8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40

車椅子 4 4 1 1 4 1 1 1 1 0 4 0 1 2 1

座席 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0

小計 4 4 1 2 4 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1

車椅子 1 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 2 4 2 0

座席 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 1 1 1 1 0 3 3 0 0 1 1 2 4 2 1

車椅子 1 0 4 1 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0

座席 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 0 4 1 2 1 1 4 2 1 0 2 0 0 0

（１）　通学所要時間

～３０分 ～４５分 ～６０分 ～７５分

22 19 19 13

（２）　下校便の状況

北野街道

七国シ
フォンの
丘公園

七国３丁
目

みなみ野
駅

中野上町

いなげや
前

多摩信用
金庫前

暁町1丁
目

　

北野駅南
口

卸売りセ
ンター前

石川団地

多摩療護
園

高幡台団
地

豆富処三
河万願寺
店

令和6年４月30日現在  （ ７２人）

ニトリ八王
子店

みつい台

田島橋南

北八王子
駅

恩方上宿

洗い屋本
舗西寺方
店

椚田運動
場前

高嶺小学
校

北野台1
丁目

長沼駅入
口

浜寿し第
三駐車場

滝合小前

平山八幡
神社

豊田キリス
ト協会

コース名

始発時刻

学校到着時刻

　

主

な

経

路

13時50分
小1・2

東浅川小
学校前

陵南中前
　
サンドラッ
ク西八店

法連寺

小門町

セブンイレ
ブン大和
田7丁目

13時50分
小全

15時40分
中・高

二便発

な　し

15時40分全校

曜日

一便発

児
童
・
生
徒
の
実
態

高等部

七国小学
校西

みなみ野3
丁目

安井園芸

旭が丘中
央公園南

平山3丁
目

東光寺交
番前

栄町4丁
目

新町

小学部

中学部

元八王子
幼稚園

スーパー
アルプス
横川店

市役所前
郵便局

関東マツ
ダ平岡店

ビバヒルズ

長房団地

あおい薬
局前

カネコ

月

13時50分
 小全

時間

水 木

児童・生徒数

百草園交
番前

高幡橋北

日野駅前

ローソン川
口店

サン・ド
ラッグ中野
町前

龍光寺

オザワ動
物病院

　

短縮

15時40分
中・高

火

な　し

15時40分全校
15時40分
　小3～

11時30分全校

金
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6  スクールバス運行状況

恩方 川口 西八王子 長房 富士森 片倉 平山 百草園 日野 北野 長沼 七国 みなみ野 石川 陣馬

7:50 7:30 7:25 7:40 7:30 7:30 7:50 7:50 7:48 7:35 7:45 7:37 7:35 7:40 7:30

8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40

車椅子 4 4 1 1 4 1 1 1 1 0 4 0 1 2 1

座席 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0

小計 4 4 1 2 4 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1

車椅子 1 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 2 4 2 0

座席 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 1 1 1 1 0 3 3 0 0 1 1 2 4 2 1

車椅子 1 0 4 1 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0

座席 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 0 4 1 2 1 1 4 2 1 0 2 0 0 0

（１）　通学所要時間

～３０分 ～４５分 ～６０分 ～７５分

22 19 19 13

（２）　下校便の状況

北野街道

七国シ
フォンの
丘公園

七国３丁
目

みなみ野
駅

中野上町

いなげや
前

多摩信用
金庫前

暁町1丁
目

　

北野駅南
口

卸売りセ
ンター前

石川団地

多摩療護
園

高幡台団
地

豆富処三
河万願寺
店

令和6年４月30日現在  （ ７２人）

ニトリ八王
子店

みつい台

田島橋南

北八王子
駅

恩方上宿

洗い屋本
舗西寺方
店

椚田運動
場前

高嶺小学
校

北野台1
丁目

長沼駅入
口

浜寿し第
三駐車場

滝合小前

平山八幡
神社

豊田キリス
ト協会

コース名

始発時刻

学校到着時刻

　

主

な

経

路

13時50分
小1・2

東浅川小
学校前

陵南中前
　
サンドラッ
ク西八店

法連寺

小門町

セブンイレ
ブン大和
田7丁目

13時50分
小全

15時40分
中・高

二便発

な　し

15時40分全校

曜日

一便発

児
童
・
生
徒
の
実
態

高等部

七国小学
校西

みなみ野3
丁目

安井園芸

旭が丘中
央公園南

平山3丁
目

東光寺交
番前

栄町4丁
目

新町

小学部

中学部

元八王子
幼稚園

スーパー
アルプス
横川店

市役所前
郵便局

関東マツ
ダ平岡店

ビバヒルズ

長房団地

あおい薬
局前

カネコ

月

13時50分
 小全

時間

水 木

児童・生徒数

百草園交
番前

高幡橋北

日野駅前

ローソン川
口店

サン・ド
ラッグ中野
町前

龍光寺

オザワ動
物病院

　

短縮

15時40分
中・高

火

な　し

15時40分全校
15時40分
　小3～

11時30分全校

金

　Ⅷ　組織・運営の状況

　１　教職員の現況

教 員 名 職　務　等 教 員 名 職　務　等 教 員 名 職　務　等

 西村　孝法 学校経営 平澤　登志子 学校運営 森山　知也 学校運営

●小学部 ●中学部 ●高等部
担 当 職　　名 教 員 名 職　務　等 職　　名 教 員 名 職　務　等 職　　名 教 員 名 職　務　等

主任教諭 〇小笠原　望音 コーディネーター 教諭 市川　敦子 教諭 菊地　明

教諭 平林　恵美 教諭 横山　栄人 教諭 齋藤　優奈

教諭 〇齋藤　恵美理 主任教諭 〇髙荒　翔 学部副主任 教諭 前田　凜々朱

教諭 高橋　夏美 教諭 後藤　紗希 教諭 鈴木　沙也加

２年Ａ組 教諭 武田　萌 教諭 糀谷　英己 主任教諭 〇武田　真一郎 学部主任

教諭 広井　満里乃 教諭 岩本　愛 コーディネーター 教諭 田中　優香

主幹教諭 宮島　伸行 学部主幹 教諭 北邑　真弥 教諭 成松　智美

教諭 林　真夕子 教諭 古川　絢子 主任教諭 松下　大哉

教諭 竹谷　伶奈 教諭 宗戸　恵里佳 教諭 山崎　英一

３年Ｂ組 主任教諭 〇重政　恭子 学部副主任 教諭 澁谷　典史 主任教諭 〇毛利　磨衣子 学部副主任

教諭 〇荒木　文香 教諭 太田　真桜 教諭 橋爪　七海

教諭 黒沢　泰 主任教諭 田村　和明 ＩＣＴリーダー 教諭 安藤　健海

教諭 横尾　澄子 教諭 土田　真之 主任教諭 〇小島　由江 コーディネーター

主任教諭 森本　和真 主任教諭 〇川瀬　幸恵 学部主任 教諭 宮内　久子

教諭 前多　真理奈 教諭 伊藤　かなえ 主任学校介護職員 山田　妙子

５年２組 教諭 〇松井　幸子 主任教諭 髙橋　えつ子 学校介護職員 波多野　千鶴子

６年１組 教諭 佐竹　流瑠 教諭 佐々木　小百合 学校介護職員 長田　さくら

主任教諭 〇工藤　眞希帆 学部主任 主任教諭 〇船水　祐輔 学校介護職員 栁　弘美

教諭 木下　眞一 教諭 大塚　香穂 主幹教諭 佐々木　修 学部主幹

６年Ｃ組 教諭 一色　智子 主任学校介護職員 田野倉　恭子 主任教諭 小野　司 進路指導主任

主任学校介護職員 森井　亜紀 学校介護職員 岡本　明美 主幹教諭 南部　博美 生活指導主幹

学校介護職員 浅香　一美 学校介護職員 鍵山　真由美 主幹教諭 萬澤　洋介 教務主幹

学校介護職員 飯塚　洋子 学校介護職員 金子　久美子 主任教諭 小林　真一郎 自立活動

学校介護職員 井上　美典 学校介護職員 鳴海　美来 教諭 間宮　淑子 自立活動

学校介護職員 梅嵜　恵 学校介護職員 古屋 英美 教諭 渡野　美保子 自立活動

学校介護職員 江良　咲子 学校介護職員 山崎　淳

学校介護職員 小林　みずほ 学校介護職員 山崎　奎菜

学校介護職員 佐藤　智香子 主幹教諭 森　亮子
学部主幹
コーディネーター

学校介護職員 白石　典子

学校介護職員 高橋　沙矢香 ●訪問学級

学校介護職員 田島　わか奈 職　　名 教 員 名 職　務　等

学校介護職員 田中　小百合 ●保健室 主任教諭 三谷　優佳 訪問学級副主任

学校介護職員 中村　有紀乃 教職員名 職　務　等 主任教諭 市川　智道 訪問学級副主任

学校介護職員 西村　歩 寺島　貴美子 保健・食育部主任 教諭 戸澤　啓子

学校介護職員 畠山　千晴 牧　里美 食育リーダー 主幹教諭 杉原　庸二
訪問学級主幹
総合支援担当

学校介護職員 前田　由香 大山　縁 保健室業務 教諭 中村　伸一朗

学校介護職員 松原　亜希子 田中　克実 保健室業務 主任教諭 得能　淳子

学校介護職員 松本　富美江 勝木　恭子 保健室業務 教諭 三谷　千恵

鈴木　郁恵 保健室業務 主任教諭 菊地　紀久恵 訪問学級主任

齊藤　洋子 保健室業務 教諭 井出　春華

滝澤　雅子 保健室業務 教諭 木村　翔子

●経営企画室 教諭 小林　奈々絵

職 員 名 職　務　等 教諭 雪下　育子

蟹澤　奈穂 統括 主幹教諭 遠田　将人 訪問学級主幹

池田　みつ美 経理・物品・施設 教諭 森本　有香

五十嵐　雅貴 給与・福利厚生・服務 病弱教育支援員 上野　元之

澁井　万結佳 学事・経理・私費 病弱教育支援員 久保　裕次

花木　恵 給食 病弱教育支援員 坪内　直美

泉　浩行
専用通学車両の運行計画調
整・管理

病弱教育支援員 水野　真由美

水野　慶造 チャレンジ雇用支援業務

遠藤　道治 事務・環境整備補助業務 ●非常勤教員

佐々木　柊也 事務・環境整備補助業務 加藤　扶由子

諏訪　政信 角本　博子

林　良一

手塚　裕康

経営企画室長
（統括課長代理）

　　　　中学部学級数　普通学級　　　６学級
　　　　　　　　　　　重度重複学級　４学級
　　　　　　　　　　　合計　　　　　１０学級

養護教諭

１年Ａ組

２年１組

２年Ｂ組

３年Ｃ組

生活指導

自立活動

中訪４

教育相談担当

担 当

小訪１

小訪２

小訪４

中訪１

中訪２

中訪３

令和６年５月１日現在

職　　名 職　　名 職　　名

校　長 副校長 副校長

○ 学年主任 ○ 学年主任 ○ 学年主任

担 当 担 当

１年１組

教務

２年２組

小学部学級　普通学級　　９学級
　　　　　　重度重複学級　３学級

　　　　　　合　計　　  １２学級

自立活動

自立活動

主任非常勤看護師

中訪５

中訪６

中訪７

総合非常勤看護師

中訪９

高訪１

主事

主事

教育事務補助員

　　　　高等部学級数　普通学級　　　３学級
　　　　　　　　　　　重度重複学級　３学級
　　　　　　　　　　　合計　　　　　６学級

小訪３

総合非常勤看護師

主任

副校長マネジメント支援員

栄養士

車両運行管理業務支援員

高主幹

進路指導

教育事務補助員

ＩＣＴ支援員

SB安全運行支援員

職　　名

看護師

２年１組

３年１組

中訪８職　　名

障害者雇用支援員

中主幹

２年１組

２年Ｃ組

２年Ｄ組

３年１組

１年１組

３年１組

３年２組

４年１組

５年１組

６年２組

１年１組

１年２組

１年A組

１年B組

３年２組

主任養護教諭

看護師

主任非常勤看護師
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2予算概要 (3年度版)

２２    予予算算概概要要

（単位：千円）

項　　区　　分
令和6年度

(予算)
令和5年度

(決算)
摘　　　　　要

事　　　　業　　　　費

内
　
　
　
訳

管 理 運 営 に 関 わ る 経 費 教材教具費、報償費、使用料、
スクールバス賃借料、旅費、
光熱水費、管理活動等（ う ち 、 自 律 経 営 推 進 予 算 ）

教 育 指 導 研 修 に 関 わ る 経 費 教職員研修費、推進事業等

開 放 事 業 に 関 わ る 経 費 学校開放事業

保 健 給 食 に 関 わ る 経 費 保健及び給食関係等

施 設 整 備 に 関 わ る 経 費

就学奨励費に関わる経費

歳
入

（
特
定
財
源

）

使 用 料 及  び 手 数 料 入学考査料、土地使用料等

諸　　　　　 収　 　　　　入 光熱水費

財　　　産　　　収　　　入 生産品売払収入

計

(単位：千円)

令和5年分職員費

　　※　上記の職員費は、令和5年分における常勤教職員、再雇用職員、非常勤職員の人件費であり、
　　　　 事業主負担を除く。

差　引　一　般　財　源

　　※　令和6年度予算は、当初見込額である

　　※　令和5年度決算は、令和6年5月現在の見込額である。
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2予算概要 (3年度版)

２２    予予算算概概要要

（単位：千円）

項　　区　　分
令和6年度

(予算)
令和5年度

(決算)
摘　　　　　要

事　　　　業　　　　費

内
　
　
　
訳

管 理 運 営 に 関 わ る 経 費 教材教具費、報償費、使用料、
スクールバス賃借料、旅費、
光熱水費、管理活動等（ う ち 、 自 律 経 営 推 進 予 算 ）

教 育 指 導 研 修 に 関 わ る 経 費 教職員研修費、推進事業等

開 放 事 業 に 関 わ る 経 費 学校開放事業

保 健 給 食 に 関 わ る 経 費 保健及び給食関係等

施 設 整 備 に 関 わ る 経 費

就学奨励費に関わる経費

歳
入

（
特
定
財
源

）

使 用 料 及  び 手 数 料 入学考査料、土地使用料等

諸　　　　　 収　 　　　　入 光熱水費

財　　　産　　　収　　　入 生産品売払収入

計

(単位：千円)

令和5年分職員費

　　※　上記の職員費は、令和5年分における常勤教職員、再雇用職員、非常勤職員の人件費であり、
　　　　 事業主負担を除く。

差　引　一　般　財　源

　　※　令和6年度予算は、当初見込額である

　　※　令和5年度決算は、令和6年5月現在の見込額である。
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３ 特別支援学校に在籍する児童・生徒の理解教育充実事業 
 
東京都教育委員会は、障害のある幼児・児童・生徒と障害のない幼児・児童・生徒の交流教

育をとおして、共生社会の構築を目指している。このことの実現のために、本校は都立八王子
特別支援学校（八王子市）、都立七生特別支援学校（日野市）と連携して、八王子市および日
野市の教育委員会、学校等とネットワークを形成して両市における理解教育の充実を図る。

また、特別支援学校としての専門的機能、教育相談機能を活用して、地域における特別支援
教育を必要とする児童・生徒の適正就学、通常の学級に在籍する児童・生徒の適切な教育、交
流教育等を推進し、共生地域及び共生社会の実現を目指す。

（１） 目的
八王子市と日野市に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒の生活と教育の質の向

上を図り、障害のある幼児・児童・生徒と障害のない幼児・児童・生徒の交流教育を通し
て理解教育を推進する。

本校の持つ専門性と施設・設備を生かした特別支援センター的機能を有する学校として
の役割を発揮する。

（２） 組織 
① コーディネーター 
特別支援教育コーディネーター、地域支援部・進路指導部・教育相談部所属の教職員が

関係者及び諸機関との連携をコーディネートする。また、理解推進（学校間交流）、交流
教育連絡会、地域の小・中学校の支援・教育相談、地域指定校との交流促進、理解推進事業
及び地域理解活動などの企画・運営や連絡・調整・協議を行う。

 
② 交流教育連絡会 
交流教育協力校の校長・ＰＴＡ代表、関係教育委員会の担当者、地域推進校の校長・副

校長・経営企画室長・主幹教諭・主任教諭・教諭・ＰＴＡ代表・教育相談（非常勤教員）
等で構成し、年間２回の定例会を中心に交流教育や副籍等の実施計画・実施報告・運営方
法等について協議を行う。

（３） 事業 
① 研究・研修 
特別支援教育のセンター的機能の情報提供として、地域の小学校、中学校等に対しての

研修会等を行う。
 

② 学校公開 
地域に対して、本校の概要や授業内容等を広く紹介する。また、小・中・高等学校の教

師・障害者施設・関係者等に、本校の教育内容及び指導内容・方法についての情報提供や、
教材・教具の開発と支援を行う。

 
③ 交流教育 
協力校の日野市立日野第三小学校、八王子市立第八小学校、八王子市立第一中学校、日

野市立日野第四中学校、日野市立日野第七小学校、東京都立南多摩中等教育学校、東京都
立八王子東高等学校との交流教育を充実させ、小・中学校、高等学校の児童・生徒が障害
のある児童・生徒を理解し、親交を深め合えるようにする。

 
④ 副籍 
小・中学部の児童・生徒が居住する地域の小・中学校に副次的な籍を置くことができる。

授業や行事に参加する直接交流と自己紹介カードや学校だよりを交換する間接交流がある。
（実際に交流するかどうかは、本人、保護者の希望となる。）

地域への理解・啓発を図るとともに、本校児童・生徒においても地域の中で人間関係や
経験を広げている。
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  ⑤ 教育相談 
地域の障害のある幼児・児童・生徒及び保護者に対する相談を行う。また、幼・小・中

学校及び高等学校に在籍する障害のある幼児・児童・生徒の担任教師に対して、情報の提
供、指導方法等の支援を行う。 

 
  ⑥ ボランティア活動の受け入れ 

中学生、高校生、大学生、社会人がボランティア活動に興味、関心を持ち、主体的にボ
ランティア活動ができるようにするため、都立特別支援学校にボランティア活動を受け入
れる窓口を設け、地域社会におけるボランティア活動を積極的に推進する。 

 
  ⑦ 適切な就学への援助 

学校見学や体験入学を実施し、特別支援教育に対する理解を深め、障害のある児童・生
徒の適正かつ円滑な就学を支援する。 

 
  ⑧ 啓発資料の作成 

特別支援教育についての理解啓発資料を作成し、体験入学等の就学相談並びに、特別支
援教育についての理解・啓発資料として活用する。 

 
 
 

４ 交流教育の実践 
      

児童・生徒の経験を広め、社会性を養い、豊かな情操や好ましい人間関係を育てることを
ねらい、推進を図っている。学校間の交流として、以下の通り計画している。 
 
（１）小学部学校間交流 

①日野市立日野第三小学校  ：４年生 ボッチャゲーム等 
②日野市立日野第七小学校  ：４年生 ボッチャゲーム等 
③八王子市立第八小学校   ：６年生 ボッチャゲーム等  

（２） 中学部学校間交流 
     ①日野市立日野第四中学校  ：ボッチャゲーム 
     ②八王子市立第一中学校   ：ボッチャゲーム、美術作品展交流 
（３） 高等部学校間交流 

①東京都立八王子東高等学校  ：生徒会、コーラス部等と交流予定 
 
 
 
５ 学校開放事業 
 

学校開放事業運営委員会を中心に計画的な運営を行っている。 

 

（１） 学校開放事業運営委員会   （年間２回実施予定） 

（２） 同好会等への施設開放    （５月以降実施予定） 

   （リコーダー同好会・和太鼓同好会・アロマテラピー同好会等） 

（３） 障害者のためのプール開放事業（今年度は５日間実施予定） 

（４） 都立学校公開講座 

・ ボランティア実践講座：作業学習、体育授業ワークショップ （８、９月実施）  
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  ⑤ 教育相談 
地域の障害のある幼児・児童・生徒及び保護者に対する相談を行う。また、幼・小・中

学校及び高等学校に在籍する障害のある幼児・児童・生徒の担任教師に対して、情報の提
供、指導方法等の支援を行う。 

 
  ⑥ ボランティア活動の受け入れ 

中学生、高校生、大学生、社会人がボランティア活動に興味、関心を持ち、主体的にボ
ランティア活動ができるようにするため、都立特別支援学校にボランティア活動を受け入
れる窓口を設け、地域社会におけるボランティア活動を積極的に推進する。 

 
  ⑦ 適切な就学への援助 

学校見学や体験入学を実施し、特別支援教育に対する理解を深め、障害のある児童・生
徒の適正かつ円滑な就学を支援する。 

 
  ⑧ 啓発資料の作成 

特別支援教育についての理解啓発資料を作成し、体験入学等の就学相談並びに、特別支
援教育についての理解・啓発資料として活用する。 

 
 
 

４ 交流教育の実践 
      

児童・生徒の経験を広め、社会性を養い、豊かな情操や好ましい人間関係を育てることを
ねらい、推進を図っている。学校間の交流として、以下の通り計画している。 
 

（１）小学部学校間交流 
①日野市立日野第三小学校  ：４年生 ボッチャゲーム等 
②日野市立日野第七小学校  ：４年生 ボッチャゲーム等 
③八王子市立第八小学校   ：６年生 ボッチャゲーム等  

（２） 中学部学校間交流 
     ①日野市立日野第四中学校  ：ボッチャゲーム 
     ②八王子市立第一中学校   ：ボッチャゲーム、美術作品展交流 
（３） 高等部学校間交流 

①東京都立八王子東高等学校  ：生徒会、コーラス部等と交流予定 
 
 
 
５ 学校開放事業 
 

学校開放事業運営委員会を中心に計画的な運営を行っている。 

 

（１） 学校開放事業運営委員会   （年間２回実施予定） 

（２） 同好会等への施設開放    （５月以降実施予定） 

   （リコーダー同好会・和太鼓同好会・アロマテラピー同好会等） 

（３） 障害者のためのプール開放事業（今年度は５日間実施予定） 

（４） 都立学校公開講座 

・ ボランティア実践講座：作業学習、体育授業ワークショップ （８、９月実施）  
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Ⅸ 災害防止訓練計画 
１ 避難訓練及び安全教育実施計画 
１ 目的 この計画は「消防法」第８条第１項により、都立八王子東特別支援学校における防災管理について、

必要な事項を定め、火災・地震及びその他の災害予防、人命の安全を確保する方策を立てることを、目的とし

て、避難訓練および安全指導計画を作成する。 
 
２ 基本方針 （１）日常の安全点検に重点を置き、危険個所の改善に努める。 

 （２）地震・火災等の災害に際し、防災計画と日頃の訓練に基づいて、児童・生徒の安全確保 
 最優先に行う。 

 （３）災害の発生にあたっては、個々に教職員の役割に応じ、状況の把握に努め、的確な行動 
をする。 

 
３ 避難訓練 ＊午前午後は決定済みだが、(  )内の時間は要確認 ＊訓練内容の変更有 

日 時 訓 練 種 別

４月１９日（金） ○地震避難訓練

５月２２日（水） 〇火災避難訓練

６月２５日（火） ○地震避難訓練

７月１１日（木） 〇火災避難訓練

９月１３日（金）

（全日）

○総合防災訓練

１０月２３日（水） ○多摩こばと合同地震避難訓練

１１月２７日（水） 〇火災避難訓練

１２月１７日（火） ○地震避難訓練

１月２１日（火）

（ ）

〇火災避難訓練

２月２１日（金）

（ ）

○竜巻避難訓練

３月 ４日（火）

（ ）

〇火災避難訓練

 
 
４ 安全指導に関して 

日 時 訓 練 種 別 訓 練 内 容 
５月１６日（木） 
( ) 

児童・生徒 
 

不審者対応訓練→要警察依頼 
※警察講評（生活指導部のみ） 

１２月 ３日（火） 
( ) 

児童・生徒 
 

セーフティ教室→要警察依頼 
→交通安全、ネット犯罪等（警察署等） 
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５ 防災教育推進委員会（発送担当：渡野） 
日 時 訓 練 種 別

７月２６日（金）

（ 時～ 時）

設営訓練 防災倉庫入れ替え、避難所設営準備（見学）

※第 回防災教育推進委員会 南部、高橋

９月１３日（金）

（ 時～ 時）

総合防災訓練 大規模災害を想定した避難訓練、防災学習 宿泊防災訓練（見学）

※第２回防災教育推進委員会（南部）

 
６ その他研修等（研修対象：教職員、保護者、地域関係者、スクールバス乗務員） 
 

 
７ サポートチーム年 2 回（発送担当：渡野） 
第１回 令和６年１１月２０日（水）PM 高橋、南部 
第２回 令和７年 ２月 ３日（月）PM 高橋、南部 

 
８ 災害協定締結について（年度ごとに依頼確認を行う）（担当：南部・菊地） 
・株式会社サンリツ スクールバスの駐車スペース及びトイレ使用 
・株式会社エフ・エフ・シー 冷蔵庫の使用、チーズ、アルコール、殺菌水の供与 

 
９ スクールバスについて 
第１回運行管理者が開催する定期的な会合 令和６年 ５月３１日（金）AM 
第２回運行管理者が開催する定期的な会合 令和６年１１月１３日（水）AM 
第３回運行管理者が開催する定期的な会合 令和７年 ３月 ３日（月）AM 

 
１０ 上記以外 
（１）消防計画 担当：南部 
（２）八王子消防署小宮出張所 担当：高橋 
（３）八王子警察署 担当：高橋 
（４）放課後等ディサービス 担当：南部 

 

日 時 研修等種別 研 修 等 内 容 
４月 ３日（水） 

～ ：

職員研修 
 

救命講習（全教職員） 

４月 ３日（水） 
  ： ～ ：  

職員研修 事故防止研修 
不審者対応訓練 

４月１１日（木） 
： ～ ：

地域支援部合同 
 

放課後等デイサービス事業所説明会 

７月２６日（金） 
： ～ ：  

職員研修／保護者等 防災講演会（教職員、保護者、地域関係者） 
消火器体験および搬送訓練（新任者・転任者） 

７月２６日（水） 職員研修 
 

①防災倉庫整理（全員） 
②福祉避難所設営準備 

８月２９日（木） 
： ～ ：

職員研修 
 

福祉避難所及び帰宅困難者支援ステーション設営（模擬訓練） 

８月３１日（月） 
 

職員研修 伝達講習（いじめ体罰・安全教育・防災）のどれかを担当 
＊服務事故等防止研修⑥の時間に実施予定（副校長と相談） 

９月１３日（金） 
～翌

総合防災設営訓練 
 

 
※高１対象の宿泊防災訓練  
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第３回運行管理者が開催する定期的な会合 令和７年 ３月 ３日（月）AM 

 
１０ 上記以外 
（１）消防計画 担当：南部 
（２）八王子消防署小宮出張所 担当：高橋 
（３）八王子警察署 担当：高橋 
（４）放課後等ディサービス 担当：南部 

 

日 時 研修等種別 研 修 等 内 容 
４月 ３日（水） 

～ ：

職員研修 
 

救命講習（全教職員） 

４月 ３日（水） 
  ： ～ ：  

職員研修 事故防止研修 
不審者対応訓練 

４月１１日（木） 
： ～ ：

地域支援部合同 
 

放課後等デイサービス事業所説明会 

７月２６日（金） 
： ～ ：  

職員研修／保護者等 防災講演会（教職員、保護者、地域関係者） 
消火器体験および搬送訓練（新任者・転任者） 

７月２６日（水） 職員研修 
 

①防災倉庫整理（全員） 
②福祉避難所設営準備 

８月２９日（木） 
： ～ ：

職員研修 
 

福祉避難所及び帰宅困難者支援ステーション設営（模擬訓練） 

８月３１日（月） 
 

職員研修 伝達講習（いじめ体罰・安全教育・防災）のどれかを担当 
＊服務事故等防止研修⑥の時間に実施予定（副校長と相談） 

９月１３日（金） 
～翌

総合防災設営訓練 
 

 
※高１対象の宿泊防災訓練  

２ 非常災害時体制

教職員は、学校危機管理計画の役割分担を基本とする。しかし、災害が発生した場合は、時と場に

応じた行動をとり、児童･生徒の安全確保に万全を期する。

（１）学校災害対策本部の設置とその役割

災害発生時には、安全･防災委員会を召集し、学校災害対策本部を設置する。

学校災害対策本部は、災害対応の指揮をとる。

① 校内外状況の迅速把握態勢の設置

② 関係諸機関との情報授受及びその一元化処理

③ 指示系統の点検･確認と、迅速･的確な伝達

④ 各班の連絡調整

（２）各班の役割（平常時の役割も併記する。）

部 門 平 常 時 発 災 時

本部

連絡班

（南部）

（高橋）

（渡野）

○校長

副校長

経営企画室長

生活指導部主任

教務主幹

学部主幹

養護教諭

経営企画室職員

生活指導部

●発災時における児童･生徒、教職

員の状況（生死、受傷、心理状

態等の把握、処置、関係先への

連絡等）の把握等に関する名

簿、書式作成

●情報連絡システムの点検整備及

び使用方法の周知･徹底

●救出・救護・情報等関連資機

材、救護エリアの設定及びそれ

らの整備

●総合防災訓練の実施

●防災教育推進委員会の実施

●地域の避難施設としての役割・

支援の内容確認

（公的防災機関や防災市民組織と

の連携）

●大地震に伴う徒歩帰宅者のステ

ーション開設のマニュアル作成

と見直し

●災害本部の立ち上げ、運営

●災害状況の把握及び記録、校内への通報

●関連機関への連絡、人的、物的被害の状況把

握

●避難場所・避難経路の指示・避難誘導

●避難場所での全体指示

●消防署への通報（経営企画室長）

●人員集約、人員点呼を行い、行方不明捜索を

指示（管理職）

●安否情報発信（マチコミメール、ホームペー

ジ、他個別対応等）

●スクールバス会社との連絡、状況確認

●公的防災機関・防災市民組織との連絡調整、

ボランティアの受け入れ（秩序維持、衛生保

持、施設保全等の側面）

●避難経路の作成・周知

●避難訓練の実施

●消火器等の設置・点検等及び安

全指導日における校内施設点検

等

＊「学校施設･整備等の点検リス

ト」を利用する（資料編に掲

載）

●初期消火活動体制の整備

●校内設備の安全管理、危険防止

●消防設備・施設の保守点検

●地震後の校舎、関連施設建造物

の応急危険度判定の要請

●児童・生徒の人員確認と安全確保（学年・グ

ループ代表、学部主幹）

●校内安全点検、行方不明者の捜索

●避難経路の安全点検、避難経路の決定指示

（災害対策本部、校長）

●初期消火活動の迅速行動、設備関係

・初期消火（教職員）

・火災報知機の電話機より火事状況の経営企

画室への報告（企画室職員）

・電気設備（非常用電源装置の操作）、ガス、

水槽の水量確認、危険物の安全措置と安全

管理、ボイラーの安全措置（企画室職員）

・厨房の火元確認（栄養士）
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（経営企画室長） ・スプリンクラーの水栓閉鎖（技能主事）

・「学校施設・整備等の点検リスト」を持って

校内巡視し、被害状況の確認

児童・生徒班

各学部主任

※別途定める

●学校に保護する児童・生徒の安全管理、保育

物資班

（木下） 伊藤

研究育成部

地域支援部

小低学校介護職員

●校内防災庫の管理、物資の補充

●避難所設営の準備（マット、寝

具、

暖房具、ついたて、非常用トイ

レなど）

●救援物資の受け入れ、配布につ

いての準備と調整

●学校に保護する児童・生徒、教職員の避難生

活場所の設置

●救援物資の運搬、必要数の把握、注文等

●校内防災庫から必要物資の運搬、配布

●在庫管理

●帰宅困難者支援ステーション／福祉避難所の

設営

避難所支援班

（北邑）（菊地）

教育相談部

地域支援部

中・高学校介護職員

●校内防災倉庫の整備及び管理

●定期的な動作確認

●発電機の準備

●投光器の準備

●手回しライト、ラジオ、懐中電灯等の準備

●テント設営

食糧班

（広井）（山﨑）

（渡野）

保健部

情報教育部

栄養士

小高学校介護職員

●飲料水、食糧の備蓄、炊飯用

具、燃料等関連資機材の整備、

確認

●給食・給水、救援物資の配布等

についての方法を確認（検討）

●アレルギー食、

経管栄養剤の個別預かり管理

（保健部）

●学校に保護する児童・生徒への食事の準備、

分配

●給食・給水の必要性や数量的見極め

●在庫管理

情報班

（田中）

情報教育部

●情報収集

●記録

救護班

（高橋夏）

養護教諭

保健室

●セルフケアセット等の薬品や器

具の整備と点検

●搬送資器材の整備

●応急手当技法の習得

●搬送先医療機関の特定と連携

●個別の経管栄養剤の管理

●けが人への応急救護

●迅速出動の態勢（連絡班等との連携）

●医療機関の被害程度の確認

●校内のアレルギー食の管理、配布

●医療的ケアの指示、実施

受付班

（高橋）

教務部

●掲示物の確認

●校内図、点呼名簿の確認

●校内表示の掲示

●避難者受付窓口の準備

●保護者引き渡しの窓口の開設

●福祉避難所、帰宅困難者支援ステーションの

準備及び開設

●検温

●受付名簿の記入

●避難場所の誘導

●学校施設管理上の制限区域（立入り禁止区

域）の設置
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（経営企画室長） ・スプリンクラーの水栓閉鎖（技能主事）
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●発電機の準備

●投光器の準備

●手回しライト、ラジオ、懐中電灯等の準備

●テント設営

食糧班

（広井）（山﨑）

（渡野）

保健部

情報教育部

栄養士

小高学校介護職員

●飲料水、食糧の備蓄、炊飯用

具、燃料等関連資機材の整備、

確認

●給食・給水、救援物資の配布等

についての方法を確認（検討）

●アレルギー食、

経管栄養剤の個別預かり管理

（保健部）

●学校に保護する児童・生徒への食事の準備、

分配

●給食・給水の必要性や数量的見極め

●在庫管理

情報班

（田中）

情報教育部

●情報収集

●記録

救護班

（高橋夏）

養護教諭

保健室

●セルフケアセット等の薬品や器

具の整備と点検

●搬送資器材の整備

●応急手当技法の習得

●搬送先医療機関の特定と連携

●個別の経管栄養剤の管理

●けが人への応急救護

●迅速出動の態勢（連絡班等との連携）

●医療機関の被害程度の確認

●校内のアレルギー食の管理、配布

●医療的ケアの指示、実施

受付班

（高橋）

教務部

●掲示物の確認

●校内図、点呼名簿の確認

●校内表示の掲示

●避難者受付窓口の準備

●保護者引き渡しの窓口の開設

●福祉避難所、帰宅困難者支援ステーションの

準備及び開設

●検温

●受付名簿の記入

●避難場所の誘導

●学校施設管理上の制限区域（立入り禁止区

域）の設置

スクールバス・駐車場班

（黒沢）（高荒）

教務部

教育相談室

技能主事

●スクールバスの運行調整

●スクールバスの時刻表の管理

●スクールバス地図の管理

●各コース上の避難場所設定

●どこイルカの管理

●駐車場の整理、警備

●スクールバス運行に関わる安全把握、調整

●スクールバス避難所との協力、連絡

●避難所受付・引取り保護者の対応（教務部）

文書管理班

副校長

教務主幹

経営企画室長

生活指導部主任

●重要書類の焼失、散逸防止と方

途策定、管理、責任

●上記のマニュアル作成、記録簿

作 成

●非常時カードの管理

●重要書類を防火金庫に収納、安全（焼失防

止や水浸し、散逸防止）

●重要書類等の耐火金庫への収納

（経営企画室長）

●非常時カードの持ち出し、管理

※学校介護職員：児童・生徒の安全管理や学校対策本部の指示に従い、各班の業務を担当する。

（３）地震発災時の本部の安全点検、捜索巡視場所

（捜索時は原則として２名以上で、本部の指示を受けてから行動する。）

１階

小低エリア 小低教室・トイレ・音楽室

保健室・食堂エリア （食堂・保健室・教材室・トイレ） 【宮島主幹教諭】

小高エリア 小高教室・自立活動室・トイレ等）

小高学習室エリア スロープ周り・小学部学習室・ライブラリー等 【佐々木主幹教諭】

体育館・プールエリア

玄関エリア （経営企画室・主事室・玄関トイレ） 【渡野教諭】

２階

中学部エリア 中学部教室・会議室・パソコン室・調理室・内スロープ

【森主幹教諭】

高等部エリア （高等部教室・中２・美術室・保護者控え室 ・外スロープ）

特別教室エリア 実習室・視聴覚室・技術室・印刷室・第２職員室

理科室・薬品庫 【萬澤主幹教諭】
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３ 大地震（災害）発生時の対応

（１）災害時：下記のルールを基本として対応する。

（２）スクールバス運行中に災害が起きた時：スクールバスが安全に一時避難できる場所を選定してい

る。別途、スクールバス運行ルートにスクールバス一時避難場所を記載した地図を保護者に配布

している。しかし、状況により必ずしも記載された避難場所に避難できるとは限らない。

原原則則：：災災害害時時はは、、保保護護者者ががススククーールルババススのの運運行行ルルーートト上上ををたたどどりりななががらら、、ススククーールルババスス

停停車車位位置置（（どどここイイルルカカでで確確認認））ままでで向向かかいい、、児児童童・・生生徒徒をを引引きき取取るる。。

・

・以下のいずれかの手段で保護者の皆様に情報発信をいたします。

☆ メールなどの一斉メール送信システム（マチコミメール）

☆ 本校ホームページ、Ｘからの情報提供

☆ 電話での個別連絡

２ 学校からの情報について

・ 通学区域である日野市、八王子市（多摩南部）において震震度度５５強強以以上上の場合を災災害害

時時とします。授業等は中断し安全確保を第一に体制を組み直します。

・ 大震災発生後は、スクールバス運行ができなくなります。

・ 交通規制される道路（学区域内）／下記の道路を通行中は道路外に移動します。

第 次交通規制緊急自動車専用路（国道 号）

第 次交通規制緊急交通路（滝山街道、町田街道、北野街道、八王子武蔵村山線）

１ 災害時の学校の対応

・スクールバス一時避難場所では、長時間待機する場合も考えられます。必要に応じて、八王子市、日

野市ヘルプカードに他者に支援してほしい内容、トイレ、水分補給、食事、医ケアなど健康面、連絡

先などを記載しておくと非常時に安心です。（詳細は福祉課にお問い合わせ下さい。）

・非常用薬：３日分の薬を、児童･生徒のカバンに入れてください。

・防災ずきんを車いすに常時携行し、すぐ取り出せるようにしてください。（収納場所がわかるように、表示してください。）

・非常時に学校やスクールバス一時避難場所に引取りに来ると思われる方全員、家族以外にもヘルパ

ー、放課後デイサービスなども、非常時カードに記載してください。（別紙）

４ 日々の備え ヘルプカードの活用について

・スクールバスが駐停車できるスペースがある場所。

（小中高等学校・大学などの公共施設。 企業や大型店舗、コンビニエンスストア等）

・スクールバス一時避難場所では、保護者などが引き取りに来るまで、原則車内で待機します。

・状況に応じて入口付近や駐車場などに停車または、建物内などに避難することもあります。

３ スクールバス一時避難場所
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３ 大地震（災害）発生時の対応

（１）災害時：下記のルールを基本として対応する。

（２）スクールバス運行中に災害が起きた時：スクールバスが安全に一時避難できる場所を選定してい

る。別途、スクールバス運行ルートにスクールバス一時避難場所を記載した地図を保護者に配布

している。しかし、状況により必ずしも記載された避難場所に避難できるとは限らない。

原原則則：：災災害害時時はは、、保保護護者者ががススククーールルババススのの運運行行ルルーートト上上ををたたどどりりななががらら、、ススククーールルババスス

停停車車位位置置（（どどここイイルルカカでで確確認認））ままでで向向かかいい、、児児童童・・生生徒徒をを引引きき取取るる。。

・

・以下のいずれかの手段で保護者の皆様に情報発信をいたします。

☆ メールなどの一斉メール送信システム（マチコミメール）

☆ 本校ホームページ、Ｘからの情報提供

☆ 電話での個別連絡

２ 学校からの情報について

・ 通学区域である日野市、八王子市（多摩南部）において震震度度５５強強以以上上の場合を災災害害

時時とします。授業等は中断し安全確保を第一に体制を組み直します。

・ 大震災発生後は、スクールバス運行ができなくなります。

・ 交通規制される道路（学区域内）／下記の道路を通行中は道路外に移動します。

第 次交通規制緊急自動車専用路（国道 号）

第 次交通規制緊急交通路（滝山街道、町田街道、北野街道、八王子武蔵村山線）

１ 災害時の学校の対応

・スクールバス一時避難場所では、長時間待機する場合も考えられます。必要に応じて、八王子市、日

野市ヘルプカードに他者に支援してほしい内容、トイレ、水分補給、食事、医ケアなど健康面、連絡

先などを記載しておくと非常時に安心です。（詳細は福祉課にお問い合わせ下さい。）

・非常用薬：３日分の薬を、児童･生徒のカバンに入れてください。

・防災ずきんを車いすに常時携行し、すぐ取り出せるようにしてください。（収納場所がわかるように、表示してください。）

・非常時に学校やスクールバス一時避難場所に引取りに来ると思われる方全員、家族以外にもヘルパ

ー、放課後デイサービスなども、非常時カードに記載してください。（別紙）

４ 日々の備え ヘルプカードの活用について

・スクールバスが駐停車できるスペースがある場所。

（小中高等学校・大学などの公共施設。 企業や大型店舗、コンビニエンスストア等）

・スクールバス一時避難場所では、保護者などが引き取りに来るまで、原則車内で待機します。

・状況に応じて入口付近や駐車場などに停車または、建物内などに避難することもあります。

３ スクールバス一時避難場所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆ 一人通学の児童･生徒：登下校時の対応

保護者が本人に連絡、または通学路に沿って状況を確認し、引き取りに行ってください。

☆ 保護者の送迎で登下校している児童・生徒：安全を第一に考え、保護者の判断で対応してください。

６ スクールバス運行中に災害が起きた時について（震度５強以上）

①スクールバス：道路の左側に停止する。

②情報収集：ラジオ等で地震情報や交通情報を得る。周囲の状況を把握する。

③携帯電話でスクールバスと学校と連絡を取り合い、運行の可否を判断する。
（通常のスクールバスルートを運行することが原則だが、状況によりルート外に避難することもあり、学校からの指示に従う。）

④スクールバス・保護者：学校からの支持を得て対応する。

・校外学習、宿泊行事は、最寄りの一時避難場所、避難所（公立学校、都立特別支援学校など）を

確認しています。 

５ 校外学習時に大震災が発生した場合

●運行が可能な場合

・バス停で到着時刻までＳＢを待ちます。

・バスの到着の遅れや、保護者の迎えがＳＢ

到着予定時刻を過ぎた場合は、どこイルカ

を確認し、学校に連絡し指示に従ってくだ

さい。

●最終バス停まで運行が不可能な場合

・学校からの連絡を受け、どこイルカを確認

し、一時避難場所に引き取りに行ってくだ

さい。

・学校と連絡が取れない場合：ＳＢの運行ル

ートをたどり、一時避難場所に避難してい

るか確認し、引き取ってください。

●運行が可能な場合

・ＳＢを運行し、最終バス停に向かいます。

・お迎えが遅れるなど保護者に引渡せない

場合は、ＳＢは児童・生徒を乗せて学校

に戻ります。

●最終バス停まで運行が不可能な場合

・乗務員は、近くの安全な場所（一時避

難場所等）または運行ルート道路の左側

に避難します。

下

校

途

中

 

●学校まで児童・生徒を迎えに来てくださ

い。

●地震の災害時（震度５強以上）は、Ｓ

Ｂは運行しません。

●運行が可能な場合

・ＳＢを運行して学校に向かいます。

地震発生以降の児童･生徒の追加乗車は

しません。

●学校まで運行が不可能な場合

・乗務員は、近くの安全な場所（一時避難

場所等）に避難、または運行ルート道路

の左側に避難します。

●運行が可能な場合

・ＳＢに乗った児童・生徒の保護者は、学校

に迎えに来てください。

●学校まで運行が不可能な場合

・学校から連絡を受け、どこイルカを確認し、

一時避難場所に引取りに行ってください。

・学校と連絡が取れない場合：どこイルカを

確認し、ＳＢの運行ルートをたどり、一時

避難場所に避難しているかどうか確認し、

引き取ってください。

 

学校・スクールバス（ＳＢ）の対応

在
校
中

 

登

校

途

中 

保護者の対応
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４ 児童・生徒の健康に関する緊急時対応体制
 

【【事事故故、、誤誤嚥嚥、、人人工工呼呼吸吸器器】】

※ コール対象者は、搬送の必要がなくても、原則保護者迎えとする。

関わっていた教員

緊緊急急事事態態等等発発生生 周囲に知らせる

協力者３

周囲の教室から応援を呼ぶ。

保健室に児童・生徒名、場所

を伝える。

全校放送を行う。

協力者１

全体の指示を出す。 役割カードを配布する

協力者２

記録

ホワイトボード

に記録する

協力者３ 全全校校放放送送（（９９１１１１））

「 コール。○○学部です。保健対応を○階○○教室へ応援をお願いします。

繰り返します・・・」

この放送が流れたら、全校で活動を止める。

保健室

・個人ファイル、携帯電話、健

康調査票等を持って現場へ

行く。

・処置を行う。

・管理職に報告をする。

管理職

・現場へ行く。

・報告を受け、担任・保健室・

経営企画室に指示を出す。

経営企画室

・現場へ行く（当日勤務が

名以上の時）。

・経営企画室に状況を知らせる

（その日の状況により、教員が

行う）。

保健室

・携帯電話を使用し、その

場で救急車要請の連絡を行

う。

経営企画室

・救急隊を案内する。

保健室・関わっていた教員

医療機関の搬送に付き添う。

関わっていた教員

・個人ファイルと携帯電話を

使用し、その場で保護者に

連絡をする。

協力者１

管理職の指示を受け、全校放送を入れる。

授授業業再再開開

救急車到着

協力者４

を持ってくる。

その他教員

児童・生徒の安全確保

経営企画室

・救急車の誘導を行う。

（スクールバス玄関に停車）

コール判断
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４ 児童・生徒の健康に関する緊急時対応体制
 

【【事事故故、、誤誤嚥嚥、、人人工工呼呼吸吸器器】】

※ コール対象者は、搬送の必要がなくても、原則保護者迎えとする。

関わっていた教員

緊緊急急事事態態等等発発生生 周囲に知らせる

協力者３

周囲の教室から応援を呼ぶ。

保健室に児童・生徒名、場所

を伝える。

全校放送を行う。

協力者１

全体の指示を出す。 役割カードを配布する

協力者２

記録

ホワイトボード

に記録する

協力者３ 全全校校放放送送（（９９１１１１））

「 コール。○○学部です。保健対応を○階○○教室へ応援をお願いします。

繰り返します・・・」

この放送が流れたら、全校で活動を止める。

保健室

・個人ファイル、携帯電話、健

康調査票等を持って現場へ

行く。

・処置を行う。

・管理職に報告をする。

管理職

・現場へ行く。

・報告を受け、担任・保健室・

経営企画室に指示を出す。

経営企画室

・現場へ行く（当日勤務が

名以上の時）。

・経営企画室に状況を知らせる

（その日の状況により、教員が

行う）。

保健室

・携帯電話を使用し、その

場で救急車要請の連絡を行

う。

経営企画室

・救急隊を案内する。

保健室・関わっていた教員

医療機関の搬送に付き添う。

関わっていた教員

・個人ファイルと携帯電話を

使用し、その場で保護者に

連絡をする。

協力者１

管理職の指示を受け、全校放送を入れる。

授授業業再再開開

救急車到着

協力者４

を持ってくる。

その他教員

児童・生徒の安全確保

経営企画室

・救急車の誘導を行う。

（スクールバス玄関に停車）

コール判断

【【不不審審者者】】

 

関わっていた教員

緊緊急急事事態態等等発発生生 周囲に知らせる

・不審者の対応をする。

・周囲の教職員に指示を出す。

協力者２

・全校放送を行う。

・不審者の対応を行う。

協力者１

・周囲の教室に入り、施錠するよ

う促す。

・不審者の対応を行う。

協力者２ 全全校校放放送送（（９９１１１１））

「 コール、 コール。９９番番対対応応をを○○階階○○○○エエリリアアへへおお願願いいししまますす。。

繰り返します・・・」

教職員

児童・生徒の安全確保

・鍵の掛かる場所に入

れ、施錠、目隠し、

静かに待機する。

管理職

・本部の立ち上げ。

・現場からの報告を

受け、全校放送、

警察へ通報する。

経営企画室

（本部）

・管理職の指示

を受け、非常通

報装置（学校

番）を押

す。

不審者対応教員

・児童・生徒のいないエリアへ不審者

を促す。

・距離を取り、四方から不審者を囲む。

管理職

・現場からの報告を受け、全校放送を入れる。

施施錠錠ををししたたまままま 安安全全確確認認

周囲の教員

児童・生徒の安全を確保する。

・教室を施錠する。

経営企画室

・警察官の誘導・案内を行う。

（スクールバス玄関に停車）

生活指導部主幹

・現場へ向かう。

・状況等を企画室へ伝

える。

・不審者の対応をする。

生活指導部

外部対応者

（体育科・技能主事）

・さすまたを持って、

現場へ向かう。

管理職 全全校校放放送送（（９９１１１１））

「 コール、 コール。９番対応を○階〇〇エリアへお願いします。

児童・生徒は大至急、教室に入ってください。各教室は施錠してください。」

教職員

児童・生徒の安全確保

・児童・生徒の所在を確認する。

・教室内の窓、ドアを施錠し、カー

テンを閉める（ドアの小窓も内側

から目隠しをする）。

・教室入り口付近から、離れた場所

に児童・生徒を車いすに乗せて避

難待機させる。

・大きな声を出さず、静かにさせる。

・教室入り口付近は、机や椅子等で

バリケードを作り、教員は、防衛

具を持って、待機する。

不審者確保

生活指導部主幹

・不審者が確保、移動経路を企画室へ連絡する。
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・ＡＥＤの設置場所…１ 教育相談室前、２ 職員室前

・ＡＥＤの外し方…①扉の左側のシルバーの長四角の下部分を押すと、指をかけられる取っ手が出る。

②取っ手を引いて扉を開ける。

③ＡＥＤの持ち手の部分を持って取り出す。

④扉を閉める。
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アアレレルルギギーーにに対対すするる平平常常時時かかららのの備備ええ（（全全教教職職員員にに徹徹底底すするるこことと））

■「アレルギー対応委員会」を設置

構成メンバー：校長・副校長・保健部主幹・保健部主任・保健部 各学部、養護教諭、看護師・栄養士 が中心

想定される場面：①給食

②食物・食材を扱う活動、ラテックス素材を扱う活動

（図画工作・美術、家庭科、特別活動、生活科、行事等）

③校外学習、宿泊行事

④運動 体育、部活動等

（１）対象者の把握と対応決定

①「学校生活管理指導表」「健康調査票」に関する情報共有

②「緊急時対応カード」の作成と保管場所の共有
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（２）全体での取組

①アナフィラキシー症状の理解など校内研修の実施 エピペン○トレーナー実習を含む）【 回 年】

②ヒヤリハット事例の検証【適宜】

③校内訓練（緊急時の対応）の実施【 回 年】

◆速やかな救急車要請

日頃から保護者や主治医と、どの症状の時に救急搬送すべきかなどの情報を共有し、確認しておく。

児童・生徒の救急を要する症状の把握

「１１９」をダイヤルする。

①救急です。

②学校の住所・学校名を伝える。「住所：八王子市石川町３２４６－１ 八王子東特別支援学校」

③「いつ、だれが、どうして、現在どのような状態なのか」を伝える。

いつ…給食中 など、だれが…○才の児童・生徒、どのような状態…呼吸が苦しい状況 など

エピペン○の処方及び使用の有無

④連絡している人の名前と連絡先を伝える （△△部 教員の××）

※向っている救急隊から、その後の状態確認等のため電話がかかってくる。

通報時に伝えた連絡先の電話は常につながるようにしておく。

※救急車が到着するまでの応急手当方法などを確認する。

救急車要請のポイント

★アレルギー症状があったら、

発症後５分以内に判断する。

★迷ったら、エピペン○を打

つ。ただちに１１９番通報を

する。

アナフィラキシーが疑われる

症状が出現した場合、どのよう

な軽度の症状でも、子どもの

安静を保ち、歩行させないこと
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緊急連絡先（関係機関）
東海大学医学部付属八王子病院 ０４２－６３９－１１１１

東京医科大学八王子医療センター ０４２－６６５－５６１１

都立小児総合医療センター ０４２－３００－５１１１

日野市立病院 ０４２－５８１－２６７７

八王子消防署小宮出張所 ０４２－６４５－０１１９

警視庁八王子警察署 ０４２－６２１－０１１０

八王子保健所 ０４２－６４５－５１１１

□子どもから離れず観察を続ける

□助けを呼び、人を集める

□教員 、 に「準備」「連絡」を依頼

□管理者が到着するまでリーダー代行となる

□エピペン○の使用または介助

□薬の内服介助

□心肺蘇生や の使用

発発見見者者「「観観察察」」
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Ⅹ 学校運営連絡協議会 
１ 東京都立八王子東特別支援学校 学校運営連絡協議会設置要綱

第１ 目的

本委員会は、本校の教育活動が保護者・地域住民に理解され、かつ、本校の学校運営に保護者・地域社会の方々

の意向が反映され、本校が地域に根ざし、より発展していくための学校支援組織とすることを目的とする。

第２ 委員会の任務

学校運営連絡協議会は、学校運営に関する意見交換、教育活動の観察、学校評価等を通して

協議を行い、校長に対し本校の学校運営、教育活動及び家庭・地域社会との連携について助言することを任務とす

る。

第３ 設置

本委員会は、特設委員会として設置する。

第４ 委員会の構成

学校運営連絡協議会は、次に掲げる者を協議委員として構成する。協議委員は、校長が委嘱する有識者２名、地

域教育機関関係者３名、進路関係機関代表１名、地域関係機関代表１名、保護者代表１名、地域住民代表２名の計

１０名とする。

また、内部委員は、校長、副校長２名、経営企画室長、主幹教諭の５名とする。

さらに、学校運営連絡協議会の中に学校評価委員会及び学校運営連絡協議会事務局を置く。学校評価委員会は、

学校連絡協議会が行う外部評価を計画・立案、実施、集計、学校評価報告書原案を作成する。なお、学校評価委員

会の評価委員は、学校運営連絡協議会の協議委員の中から校長が委嘱する。学校運営連絡協議会事務局に、事務局

長を置き、主幹教諭をもって充てる。

第５ 委員の任期

委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。

第６ 役員

１ 学校運営連絡協議会に次の役員を置く。

会長１名、副会長１名、学校評価委員会委員長１名、事務局長１名

２ 会長は校長とする。

３ 副会長、学校評価委員会委員長、事務局長は、校長が選任する。
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会の評価委員は、学校運営連絡協議会の協議委員の中から校長が委嘱する。学校運営連絡協議会事務局に、事務局

長を置き、主幹教諭をもって充てる。

第５ 委員の任期

委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。

第６ 役員

１ 学校運営連絡協議会に次の役員を置く。

会長１名、副会長１名、学校評価委員会委員長１名、事務局長１名

２ 会長は校長とする。

３ 副会長、学校評価委員会委員長、事務局長は、校長が選任する。

第７ 会議の開催

学校運営連絡協議会は、５月、１１月、２月、の年３回開催する。

第８ 会の公開

学校運営連絡協議会は、原則として公開とする。ただし、会長が必要とする場合には、会長の判断により、非公

開とすることができる。

第９ 事務局

都立八王子東特別支援学校に学校運営連絡協議会事務局を置く。事務局に、事務局長を置き、主幹教諭をもって

充てる。

第１０ その他

本設置要綱にない事項は、会長が別途定める。

附則 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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２ 令和５年度 学校運営連絡協議会実施報告書 

 
１ 組織

（１）都立八王子東特別支援学校 学校運営連絡協議会

（２）事務局の構成 副校長、主幹教諭 教務主任兼務 計２名

（３）内部委員の構成

校長、副校長（２）、経営企画室長、主幹教諭（５） 計９名

（４）協議委員の構成

学識経験者（１）、特別支援教育専門家（１）、進路先施設理事（１）、地域の小学校校長（１）、

地域の中学校校長（１）、地域の高等学校校長（１）、卒業生（１）、近隣町会長（１）、 
近隣の連携企業代表（１）、全国肢体不自由児者父母の会連合会理事（１）ＰＴＡ会長（１） 

計 名

２ 令和５年度学校運営連絡協議会の概要

（１）学校運営連絡協議会の開催日、出席者、内容

第１回 令和５年５月 日（水） 内部委員６名、協議委員６名（うち、評価委員２名）

・協議委員委嘱、今年度の学校経営計画について

第２回 令和５年 月 日（水） 内部委員８名、協議委員９名（うち、評価委員２名）

・学校評価の分析と考察、これまでの教育活動に関する報告 協議

第３回 令和６年２月５日（月） 内部委員９名、協議委員８名（うち、評価委員２名）

・次年度学校経営計画に向けて、協議、学校運営に関する提言

（２）評価委員会の開催日、出席者、内容、その他

第１回 令和５年５月 日（水） 内部委員４名、評価委員２名

・評価委員委嘱、学校評価の観点・項目・内容・時期の検討、協議

第２回 令和５年 月 日（水） 内部委員４名、評価委員２名

・学校評価の分析と課題、改善の方策

第３回 令和６年２月５日（月） 内部委員５名、評価委員２名

・次年度の学校運営に対する提言について

３ 学校運営連絡協議会による学校評価（学校評価報告）

（１）学校評価の観点

学校経営計画に基づき「学校生活全般」「学習指導」「生活指導」「進路指導」「情報発信」「学

習支援」「健康・安全」「学校経営・組織体制」についての観点で実施した。

（２）アンケート調査の実施時期・対象・規模（病院訪問学級保護者を除く）

・ ９月 保護者全員 対象１２７名 回収１２１名 回収率 ９５．２７％

・１０月 児童・生徒全員 対象１５５名 回収１５１名 回収率 ９７．４１％

・ ９月 教職員全員 対象１１５名 回収１１５名 回収率１００．００％

（３）主な評価項目

「学校生活全般」「学習指導」「生活指導」「進路指導」「情報発信」「ＩＣＴ活用」「健康・安全」

「学校経営・組織体制」

（４）評価結果の概要

保護者は 項目中 項目、教職員は 項目中 項目が肯定的評価（ ％以上）であった。

昨年度との比較から、肯定的評価（ ％以上）の項目が増えている。同設問項目の大きな変化

は見取られなかった。

（５）評価結果の分析・考察（学校及び校長への意見・提言）

①コロナが５類となり、学校行事の再開、地域との直接的なつながりが再開したことで、「地域

とのつながり」の項目など肯定的評価が増えている。今後も実際に児童・生徒の様子を見て

いただく機会を増やすこと、地域とのつながりの充実も含めた、更なる開かれた学校を目指
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は見取られなかった。

（５）評価結果の分析・考察（学校及び校長への意見・提言）

①コロナが５類となり、学校行事の再開、地域との直接的なつながりが再開したことで、「地域

とのつながり」の項目など肯定的評価が増えている。今後も実際に児童・生徒の様子を見て

いただく機会を増やすこと、地域とのつながりの充実も含めた、更なる開かれた学校を目指

 

- 62 - 
 

していくこと。

②「情報発信」についても、肯定的評価が増えている。宿泊行事を含め、学校生活についての

情報発信を の更新や 旧 の活用を通して積極的に行っていくこと。

③「 活用」、「キャリア教育」については「わからない」という回答も多くあった。 ス

クール端末や一人一台端末を使用した「新しい学び」の充実、小学部段階からのキャリア教

育の理解、「発信」をさらに推進していくが大切である。

４ 学校運営連絡協議会の成果と課題（学校の自己評価へ反映）

（１）学校運営連絡協議会を実施して得られた成果

・学習指導では全校研究のテーマである「個別最適なキャリア教育の推進」の実践研究を通し

て児童・生徒に対し、分かりやすく、学ぶ喜びのある授業の充実を図れている。

・これまでの本校の様々な教育活動をさらに推進していくと共に、キャリア教育についての理

解推進へ期待があることが分かった。

・地域とのつながりや情報発信の充実を図ることの意義や大切さを改めて共有することができ

た。新たな取組も含めて、更なる充実を図ることが地域や保護者から求められていることが

分かった。

（２）学校運営連絡協議会を実施して明らかとなった課題

・本校のキャリア教育についての発信、組織的な取組

・本校の教育活動についての情報発信の在り方

・発展的かつ個に応じた ICT 機器の使用方法

５ 学校運営連絡協議会及び学校評価を活用した教育活動の改善事項（学校経営計画へ反映）

（１） 開かれた学校にむけて「地域とのつながり」、「情報発信」の充実 
（２） 12 年間を通した「キャリア教育」について組織的な取組の構築 
（３） 児童・生徒が ICT 機器を活用する「新しい学び」の充実

６ 「学校がよくなった」と考える協議委員の割合

（１） 協議委員 人

（２） 学校がよくなったと答えた協議委員 人中 人

・アンケート調査等は行っていないが、各協議委員からは今年度の学校運営について協議会の

中で評価をいただいており、概ね良好と判断できる。

７ 職員会議及び企画調整会議への協議委員の参加実績及び成果

【実績】 全校連絡会（職員会議）：１回 企画調整会議：なし

提言については、全校連絡会にて評議委員長より全教職員に周知した。
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東京都立八王子東特別支援学校校歌
作詞：鈴木 峻
作曲：松井 徹
監修：玉山堅一郎
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資料 2 

校舎配置図 
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